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労
働
安
全
衛
生
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

新
旧
対
照
条
文

（
第
一
条
関
係
：
平
成
二
十
六
年
六
月
施
行
）

○
労
働
安
全
衛
生
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
三
十
二
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

現

行

目
次

目
次

第
二
編

安
全
基
準

第
二
編

安
全
基
準

第
一
章
・
第
一
章
の
二

（
略
）

第
一
章
・
第
一
章
の
二

（
略
）

第
一
章
の
三

木
材
伐
出
機
械
等

（
新
設
）

第
一
節

車
両
系
木
材
伐
出
機
械

（
新
設
）

第
一
款

総
則
（
第
百
五
十
一
条
の
八
十
四
―
第
百
五
十
一
条
の
百

（
新
設
）

十
一
）

第
二
款

伐
木
等
機
械
（
第
百
五
十
一
条
の
百
十
二
・
第
百
五
十
一

（
新
設
）

条
の
百
十
三
）

第
三
款

走
行
集
材
機
械
（
第
百
五
十
一
条
の
百
十
四
―
第
百
五
十

（
新
設
）

一
条
の
百
十
九
）

第
四
款

架
線
集
材
機
械
（
第
百
五
十
一
条
の
百
二
十
―
第
百
五
十

（
新
設
）

一
条
の
百
二
十
三
）

第
二
節

機
械
集
材
装
置
及
び
運
材
索
道
（
第
百
五
十
一
条
の
百
二
十

（
新
設
）

四
―
第
百
五
十
一
条
の
百
五
十
一
）

第
三
節

簡
易
架
線
集
材
装
置
（
第
百
五
十
一
条
の
百
五
十
二
―
第
百

（
新
設
）

五
十
一
条
の
百
七
十
四
）

第
二
章

建
設
機
械
等

第
二
章

建
設
機
械
等

第
一
節

車
両
系
建
設
機
械

第
一
節

車
両
系
建
設
機
械

第
一
款

総
則
（
第
百
五
十
一
条
の
百
七
十
五
）

第
一
款

総
則
（
第
百
五
十
一
条
の
八
十
四
）

第
一
款
の
二
～
第
五
款

（
略
）

第
一
款
の
二
～
第
五
款

（
略
）

第
二
節
～
第
三
節

（
略
）

第
二
節
～
第
三
節

（
略
）
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第
三
章
～
第
七
章

（
略
）

第
三
章
～
第
七
章

（
略
）

第
八
章

伐
木
作
業
等
に
お
け
る
危
険
の
防
止

第
八
章

伐
木
作
業
等
に
お
け
る
危
険
の
防
止

第
一
節

（
略
）

第
一
節

（
略
）

第
二
節

木
馬
運
材
及
び
雪
そ
り
運
材
（
第
四
百
八
十
五
条
―
第
五
百

第
二
節

木
馬
運
材
及
び
雪
そ
り
運
材
（
第
四
百
八
十
五
条
―
第
四
百

十
七
条
）

九
十
七
条
）

第
三
節

機
械
集
材
装
置
及
び
運
材
索
道
（
第
四
百
九
十
八
条
―
第
五

百
十
七
条
）

第
二
編

（
略
）

第
二
編

（
略
）

第
一
章
の
三

木
材
伐
出
機
械
等

（
新
設
）

第
一
節

車
両
系
木
材
伐
出
機
械

（
新
設
）

第
一
款

総
則

（
新
設
）

（
定
義
）

（
新
設
）

第
百
五
十
一
条
の
八
十
四

こ
の
省
令
に
お
い
て
車
両
系
木
材
伐
出
機
械
と
は

、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
を
い
う
。

一

伐
木
等
機
械
（
伐
木
、
造
材
又
は
原
木
若
し
く
は
薪
炭
材
の
集
積
を
行

う
た
め
の
機
械
で
あ
つ
て
、
動
力
を
用
い
、
か
つ
、
不
特
定
の
場
所
に
自

走
で
き
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

二

走
行
集
材
機
械
（
車
両
の
走
行
に
よ
り
集
材
を
行
う
た
め
の
機
械
で
あ

つ
て
、
動
力
を
用
い
、
か
つ
、
不
特
定
の
場
所
に
自
走
で
き
る
も
の
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）

三

架
線
集
材
機
械
（
動
力
を
用
い
て
原
木
又
は
薪
炭
材
（
以
下
「
原
木
等

」
と
い
う
。
）
を
巻
き
上
げ
る
こ
と
に
よ
り
当
該
原
木
等
を
運
搬
す
る
た

め
の
機
械
で
あ
つ
て
、
動
力
を
用
い
、
か
つ
、
不
特
定
の
場
所
に
自
走
で

き
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
（
機
械
集
材
装
置
又
は
第
百
五
十
一

条
の
百
五
十
二
に
規
定
す
る
簡
易
架
線
集
材
装
置
の
集
材
機
と
し
て
用
い
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て
い
る
場
合
を
除
く
。
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
同
じ
。
）

（
前
照
灯
の
設
置
）

（
新
設
）

第
百
五
十
一
条
の
八
十
五

事
業
者
は
、
車
両
系
木
材
伐
出
機
械
に
つ
い
て
は

、
前
照
灯
を
備
え
た
も
の
で
な
け
れ
ば
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

作
業
を
安
全
に
行
う
た
め
必
要
な
照
度
が
保
持
さ
れ
て
い
る
場
所
に
お
い
て

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
ヘ
ツ
ド
ガ
ー
ド
）

（
新
設
）

第
百
五
十
一
条
の
八
十
六

事
業
者
は
、
車
両
系
木
材
伐
出
機
械
に
つ
い
て
は

、
堅
固
な
ヘ
ツ
ド
ガ
ー
ド
を
備
え
た
も
の
で
な
け
れ
ば
使
用
し
て
は
な
ら
な

い
。
た
だ
し
、
原
木
等
の
落
下
に
よ
り
運
転
者
に
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の

な
い
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
防
護
柵
等
）

（
新
設
）

第
百
五
十
一
条
の
八
十
七

事
業
者
は
、
車
両
系
木
材
伐
出
機
械
に
つ
い
て
は

、
原
木
等
の
飛
来
等
に
よ
り
運
転
者
に
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
と
き

は
、
運
転
者
席
の
防
護
柵
等
当
該
危
険
を
防
止
す
る
た
め
の
設
備
を
備
え
た

も
の
で
な
け
れ
ば
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
調
査
及
び
記
録
）

（
新
設
）

第
百
五
十
一
条
の
八
十
八

事
業
者
は
、
車
両
系
木
材
伐
出
機
械
を
用
い
て
作

業
を
行
う
と
き
は
、
当
該
車
両
系
木
材
伐
出
機
械
の
転
落
、
地
山
の
崩
壊
等

に
よ
る
労
働
者
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
作
業
に
係

る
場
所
に
つ
い
て
地
形
、
地
盤
の
状
態
等
並
び
に
伐
倒
す
る
立
木
及
び
取
り

扱
う
原
木
等
の
形
状
等
を
調
査
し
、
そ
の
結
果
を
記
録
し
て
お
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

（
作
業
計
画
）

（
新
設
）

第
百
五
十
一
条
の
八
十
九

事
業
者
は
、
車
両
系
木
材
伐
出
機
械
を
用
い
て
作
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業
を
行
う
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
調
査
に
よ
り
知
り

得
た
と
こ
ろ
に
適
応
す
る
作
業
計
画
を
定
め
、
か
つ
、
当
該
作
業
計
画
に
よ

り
作
業
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
作
業
計
画
は
、
次
の
事
項
が
示
さ
れ
て
い
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

一

使
用
す
る
車
両
系
木
材
伐
出
機
械
の
種
類
及
び
能
力

二

車
両
系
木
材
伐
出
機
械
の
運
行
経
路

三

車
両
系
木
材
伐
出
機
械
に
よ
る
作
業
の
方
法
及
び
場
所

３

事
業
者
は
、
第
一
項
の
作
業
計
画
を
定
め
た
と
き
は
、
前
項
第
二
号
及
び

第
三
号
の
事
項
に
つ
い
て
関
係
労
働
者
に
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
作
業
指
揮
者
）

（
新
設
）

第
百
五
十
一
条
の
九
十

事
業
者
は
、
車
両
系
木
材
伐
出
機
械
（
伐
木
等
機
械

を
除
く
。
）
を
用
い
て
作
業
を
行
う
と
き
は
、
当
該
作
業
の
指
揮
者
を
定
め

、
そ
の
者
に
前
条
第
一
項
の
作
業
計
画
に
基
づ
き
作
業
の
指
揮
を
行
わ
せ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
制
限
速
度
）

（
新
設
）

第
百
五
十
一
条
の
九
十
一

事
業
者
は
、
車
両
系
木
材
伐
出
機
械
（
最
高
速
度

が
毎
時
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
も
の
を
除
く
。
）
を
用
い
て
作
業
を
行
う

と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
作
業
に
係
る
場
所
の
地
形
、
地
盤
の
状
態
等

に
応
じ
た
車
両
系
木
材
伐
出
機
械
の
適
正
な
制
限
速
度
を
定
め
、
そ
れ
に
よ

り
作
業
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
車
両
系
木
材
伐
出
機
械
の
運
転
者
は
、
同
項
の
制
限
速
度
を
超
え

て
車
両
系
木
材
伐
出
機
械
を
運
転
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
転
落
等
の
防
止
等
）

（
新
設
）

第
百
五
十
一
条
の
九
十
二

事
業
者
は
、
車
両
系
木
材
伐
出
機
械
を
用
い
て
作

業
を
行
う
と
き
は
、
車
両
系
木
材
伐
出
機
械
の
転
倒
又
は
転
落
に
よ
る
労
働

者
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
当
該
車
両
系
木
材
伐
出
機
械
の
運
行
経
路
に
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つ
い
て
必
要
な
幅
員
を
保
持
す
る
こ
と
、
路
肩
の
崩
壊
を
防
止
す
る
こ
と
、

岩
石
、
根
株
等
の
障
害
物
を
除
去
す
る
こ
と
等
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

２

事
業
者
は
、
路
肩
、
傾
斜
地
等
で
車
両
系
木
材
伐
出
機
械
を
用
い
て
作
業

を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
当
該
車
両
系
木
材
伐
出
機
械
の
転
倒
又
は
転
落
に

よ
り
労
働
者
に
危
険
が
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
と
き
は
、
誘
導
者
を
配
置
し

、
そ
の
者
に
当
該
車
両
系
木
材
伐
出
機
械
を
誘
導
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。
３

前
項
の
車
両
系
木
材
伐
出
機
械
の
運
転
者
は
、
同
項
の
誘
導
者
が
行
う
誘

導
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
百
五
十
一
条
の
九
十
三

事
業
者
は
、
路
肩
、
傾
斜
地
等
で
あ
つ
て
、
車
両

（
新
設
）

系
木
材
伐
出
機
械
の
転
倒
又
は
転
落
に
よ
り
運
転
者
に
危
険
が
生
ず
る
お
そ

れ
の
あ
る
場
所
に
お
い
て
は
、
転
倒
時
保
護
構
造
を
有
し
、
か
つ
、
シ
ー
ト

ベ
ル
ト
を
備
え
た
も
の
以
外
の
車
両
系
木
材
伐
出
機
械
を
使
用
し
な
い
よ
う

努
め
る
と
と
も
に
、
運
転
者
に
シ
ー
ト
ベ
ル
ト
を
使
用
さ
せ
る
よ
う
に
努
め

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
合
図
）

（
新
設
）

第
百
五
十
一
条
の
九
十
四

事
業
者
は
、
車
両
系
木
材
伐
出
機
械
に
つ
い
て
誘

導
者
を
置
く
と
き
は
、
一
定
の
合
図
を
定
め
、
誘
導
者
に
当
該
合
図
を
行
わ

せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
車
両
系
木
材
伐
出
機
械
の
運
転
者
は
、
同
項
の
合
図
に
従
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

（
接
触
の
防
止
）

（
新
設
）

第
百
五
十
一
条
の
九
十
五

事
業
者
は
、
車
両
系
木
材
伐
出
機
械
を
用
い
て
作

業
を
行
う
と
き
は
、
運
転
中
の
車
両
系
木
材
伐
出
機
械
又
は
取
り
扱
う
原
木

等
に
接
触
す
る
こ
と
に
よ
り
労
働
者
に
危
険
が
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
箇
所

に
労
働
者
を
立
ち
入
ら
せ
て
は
な
ら
な
い
。
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（
立
入
禁
止
）

（
新
設
）

第
百
五
十
一
条
の
九
十
六

事
業
者
は
、
車
両
系
木
材
伐
出
機
械
を
用
い
て
作

業
を
行
う
と
き
は
、
物
体
の
飛
来
等
に
よ
り
労
働
者
に
危
険
が
生
ず
る
お
そ

れ
の
あ
る
箇
所
（
当
該
作
業
を
行
つ
て
い
る
場
所
の
下
方
で
、
原
木
等
が
転

落
し
、
又
は
滑
る
こ
と
に
よ
る
危
険
を
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
箇
所
を
含
む

。
）
に
労
働
者
を
立
ち
入
ら
せ
て
は
な
ら
な
い
。

第
百
五
十
一
条
の
九
十
七

事
業
者
は
、
車
両
系
木
材
伐
出
機
械
（
構
造
上
、

（
新
設
）

ブ
ー
ム
、
ア
ー
ム
等
が
不
意
に
降
下
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
装
置
が
組
み
込

ま
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
そ
の
ブ
ー
ム
、
ア
ー
ム
等
又

は
こ
れ
ら
に
よ
り
支
持
さ
れ
て
い
る
原
木
等
の
下
に
労
働
者
を
立
ち
入
ら
せ

て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
修
理
、
点
検
等
の
作
業
を
行
う
場
合
に
お
い
て

、
ブ
ー
ム
、
ア
ー
ム
等
が
不
意
に
降
下
す
る
こ
と
に
よ
る
労
働
者
の
危
険
を

防
止
す
る
た
め
、
当
該
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
に
安
全
支
柱
、
安
全
ブ
ロ

ツ
ク
等
を
使
用
さ
せ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

前
項
た
だ
し
書
の
作
業
を
行
う
労
働
者
は
、
同
項
た
だ
し
書
の
安
全
支
柱

、
安
全
ブ
ロ
ツ
ク
等
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
走
行
の
た
め
の
運
転
位
置
か
ら
離
れ
る
場
合
の
措
置
）

（
新
設
）

第
百
五
十
一
条
の
九
十
八

事
業
者
は
、
車
両
系
木
材
伐
出
機
械
の
運
転
者
が

走
行
の
た
め
の
運
転
位
置
か
ら
離
れ
る
と
き
は
、
当
該
運
転
者
に
次
の
措
置

を
講
じ
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
走
行
の
た
め
の
運
転
位
置
と

作
業
装
置
の
運
転
の
た
め
の
運
転
位
置
が
異
な
る
場
合
で
あ
つ
て
、
労
働
者

が
作
業
装
置
の
運
転
の
た
め
の
運
転
位
置
に
お
い
て
作
業
装
置
を
運
転
し
、

又
は
運
転
し
よ
う
と
し
て
い
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

木
材
グ
ラ
ツ
プ
ル
等
の
作
業
装
置
を
最
低
降
下
位
置
（
荷
台
を
備
え
る

車
両
系
木
材
伐
出
機
械
の
木
材
グ
ラ
ツ
プ
ル
に
あ
つ
て
は
荷
台
上
の
最
低

降
下
位
置
）
に
置
く
こ
と
。

二

原
動
機
を
止
め
、
か
つ
、
停
止
の
状
態
を
保
持
す
る
た
め
の
ブ
レ
ー
キ
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を
確
実
に
か
け
る
等
の
車
両
系
木
材
伐
出
機
械
の
逸
走
を
防
止
す
る
措
置

を
講
ず
る
こ
と
。

２

前
項
の
運
転
者
は
、
車
両
系
木
材
伐
出
機
械
の
走
行
の
た
め
の
運
転
位
置

か
ら
離
れ
る
と
き
は
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

３

事
業
者
は
、
第
一
項
た
だ
し
書
の
場
合
で
あ
つ
て
、
車
両
系
木
材
伐
出
機

械
の
運
転
者
が
走
行
の
た
め
の
運
転
位
置
か
ら
離
れ
る
と
き
は
、
当
該
車
両

系
木
材
伐
出
機
械
の
停
止
の
状
態
を
保
持
す
る
た
め
の
ブ
レ
ー
キ
を
確
実
に

か
け
る
等
の
車
両
系
木
材
伐
出
機
械
の
逸
走
を
防
止
す
る
措
置
を
講
じ
さ
せ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

前
項
の
運
転
者
は
、
車
両
系
木
材
伐
出
機
械
の
走
行
の
た
め
の
運
転
位
置

か
ら
離
れ
る
と
き
は
、
同
項
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
作
業
装
置
の
運
転
の
た
め
の
運
転
位
置
か
ら
の
離
脱
の
禁
止
）

（
新
設
）

第
百
五
十
一
条
の
九
十
九

事
業
者
は
、
前
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
場
合
で
あ

つ
て
、
車
両
系
木
材
伐
出
機
械
の
作
業
装
置
が
運
転
さ
れ
て
い
る
間
は
、
当

該
作
業
装
置
の
運
転
者
を
当
該
作
業
装
置
の
運
転
の
た
め
の
運
転
位
置
か
ら

離
れ
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
運
転
者
は
、
車
両
系
木
材
伐
出
機
械
の
作
業
装
置
が
運
転
さ
れ
て

い
る
間
は
、
当
該
作
業
装
置
の
運
転
の
た
め
の
運
転
位
置
を
離
れ
て
は
な
ら

な
い
。

（
車
両
系
木
材
伐
出
機
械
の
移
送
）

（
新
設
）

第
百
五
十
一
条
の
百

事
業
者
は
、
車
両
系
木
材
伐
出
機
械
を
移
送
す
る
た
め

自
走
又
は
け
ん
引
に
よ
り
貨
物
自
動
車
に
積
卸
し
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、

道
板
、
盛
土
等
を
使
用
す
る
と
き
は
、
当
該
車
両
系
木
材
伐
出
機
械
の
転
倒

、
転
落
等
に
よ
る
危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

積
卸
し
は
、
平
た
ん
で
堅
固
な
場
所
に
お
い
て
行
う
こ
と
。

二

道
板
を
使
用
す
る
と
き
は
、
十
分
な
長
さ
、
幅
及
び
強
度
を
有
す
る
道
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板
を
用
い
、
適
当
な
勾
配
で
確
実
に
取
り
付
け
る
こ
と
。

三

盛
土
、
仮
設
台
等
を
使
用
す
る
と
き
は
、
十
分
な
幅
及
び
強
度
並
び
に

適
当
な
勾
配
を
確
保
す
る
こ
と
。

（
搭
乗
の
制
限
）

（
新
設
）

第
百
五
十
一
条
の
百
一

事
業
者
は
、
車
両
系
木
材
伐
出
機
械
を
用
い
て
作
業

を
行
う
と
き
は
、
乗
車
席
又
は
荷
台
以
外
の
箇
所
に
労
働
者
を
乗
せ
て
は
な

ら
な
い
。
た
だ
し
、
墜
落
に
よ
る
労
働
者
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置

を
講
じ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
使
用
の
制
限
）

（
新
設
）

第
百
五
十
一
条
の
百
二

事
業
者
は
、
車
両
系
木
材
伐
出
機
械
を
用
い
て
作
業

を
行
う
と
き
は
、
当
該
車
両
系
木
材
伐
出
機
械
の
転
倒
若
し
く
は
逸
走
又
は

ブ
ー
ム
、
ア
ー
ム
等
の
作
業
装
置
の
破
壊
に
よ
る
労
働
者
の
危
険
を
防
止
す

る
た
め
、
当
該
車
両
系
木
材
伐
出
機
械
に
つ
い
て
そ
の
構
造
上
定
め
ら
れ
た

安
定
度
、
最
大
積
載
荷
重
、
最
大
使
用
荷
重
等
を
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。（
主
た
る
用
途
以
外
の
使
用
の
制
限
）

（
新
設
）

第
百
五
十
一
条
の
百
三

事
業
者
は
、
車
両
系
木
材
伐
出
機
械
を
、
木
材
グ
ラ

ツ
プ
ル
に
よ
る
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
を
介
し
た
原
木
等
の
つ
り
上
げ
等
当
該
車
両

系
木
材
伐
出
機
械
の
主
た
る
用
途
以
外
の
用
途
に
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
規
定
は
、
ウ
イ
ン
チ
及
び
ガ
イ
ド
ブ
ロ
ツ
ク
を
用
い
て
運
転
者
以

外
の
方
向
に
か
か
り
木
を
引
き
倒
す
こ
と
に
よ
り
か
か
り
木
を
処
理
す
る
場

合
等
、
労
働
者
に
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
な
い
場
合
に
は
、
適
用
し
な
い

。（
修
理
等
）

（
新
設
）

第
百
五
十
一
条
の
百
四

事
業
者
は
、
車
両
系
木
材
伐
出
機
械
の
修
理
又
は
ア

タ
ツ
チ
メ
ン
ト
の
装
着
若
し
く
は
取
り
外
し
の
作
業
を
行
う
と
き
は
、
当
該
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作
業
を
指
揮
す
る
者
を
定
め
、
そ
の
者
に
次
の
事
項
を
行
わ
せ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

一

作
業
手
順
を
決
定
し
、
作
業
を
直
接
指
揮
す
る
こ
と
。

二

第
百
五
十
一
条
の
九
十
七
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
安
全
支
柱
、

安
全
ブ
ロ
ツ
ク
等
の
使
用
状
況
を
監
視
す
る
こ
と
。

（
作
業
装
置
の
運
転
の
た
め
の
運
転
位
置
へ
の
搭
乗
の
制
限
）

（
新
設
）

第
百
五
十
一
条
の
百
五

事
業
者
は
、
走
行
の
た
め
の
運
転
位
置
と
作
業
装
置

の
運
転
の
た
め
の
運
転
位
置
が
異
な
る
車
両
系
木
材
伐
出
機
械
を
走
行
さ
せ

る
と
き
は
、
当
該
車
両
系
木
材
伐
出
機
械
の
作
業
装
置
の
運
転
の
た
め
の
運

転
位
置
に
労
働
者
を
乗
せ
て
は
な
ら
な
い
。

２

労
働
者
は
、
前
項
の
場
合
に
お
い
て
同
項
の
車
両
系
木
材
伐
出
機
械
の
作

業
装
置
の
運
転
の
た
め
の
運
転
位
置
に
乗
つ
て
は
な
ら
な
い
。

（
悪
天
候
時
の
作
業
禁
止
）

（
新
設
）

第
百
五
十
一
条
の
百
六

事
業
者
は
、
強
風
、
大
雨
、
大
雪
等
の
悪
天
候
の
た

め
、
車
両
系
木
材
伐
出
機
械
を
用
い
る
作
業
の
実
施
に
つ
い
て
危
険
が
予
想

さ
れ
る
と
き
は
、
当
該
作
業
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

（
保
護
帽
の
着
用
）

（
新
設
）

第
百
五
十
一
条
の
百
七

事
業
者
は
、
車
両
系
木
材
伐
出
機
械
を
用
い
て
作
業

を
行
う
と
き
は
、
物
体
の
飛
来
又
は
落
下
に
よ
る
労
働
者
の
危
険
を
防
止
す

る
た
め
、
当
該
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
に
保
護
帽
を
着
用
さ
せ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

２

前
項
の
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
は
、
同
項
の
保
護
帽
を
着
用
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

（
検
査
）

（
新
設
）

第
百
五
十
一
条
の
百
八

事
業
者
は
、
車
両
系
木
材
伐
出
機
械
に
つ
い
て
は
、

一
年
を
超
え
な
い
期
間
ご
と
に
一
回
、
定
期
に
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
検
査
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を
行
う
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
一
年
を
超
え
る
期
間
使

用
し
な
い
車
両
系
木
材
伐
出
機
械
の
当
該
使
用
し
な
い
期
間
に
お
い
て
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。

一

原
動
機
の
異
常
の
有
無

二

動
力
伝
達
装
置
及
び
走
行
装
置
の
異
常
の
有
無

三

制
動
装
置
及
び
操
縦
装
置
の
異
常
の
有
無

四

作
業
装
置
及
び
油
圧
装
置
の
異
常
の
有
無

五

車
体
、
ヘ
ツ
ド
ガ
ー
ド
、
飛
来
物
防
護
設
備
、
ア
ウ
ト
リ
ガ
ー
、
電
気

系
統
、
灯
火
装
置
及
び
計
器
の
異
常
の
有
無

２

事
業
者
は
、
前
項
た
だ
し
書
の
車
両
系
木
材
伐
出
機
械
に
つ
い
て
は
、
そ

の
使
用
を
再
び
開
始
す
る
際
に
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
検
査

を
行
う
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
百
五
十
一
条
の
百
九

事
業
者
は
、
車
両
系
木
材
伐
出
機
械
に
つ
い
て
は
、

（
新
設
）

一
月
を
超
え
な
い
期
間
ご
と
に
一
回
、
定
期
に
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
検
査

を
行
う
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
一
月
を
超
え
る
期
間
使

用
し
な
い
車
両
系
木
材
伐
出
機
械
の
当
該
使
用
し
な
い
期
間
に
お
い
て
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。

一

制
動
装
置
、
ク
ラ
ツ
チ
及
び
操
縦
装
置
の
異
常
の
有
無

二

作
業
装
置
及
び
油
圧
装
置
の
異
常
の
有
無

三

ヘ
ツ
ド
ガ
ー
ド
及
び
飛
来
物
防
護
設
備
の
異
常
の
有
無

２

事
業
者
は
、
前
項
た
だ
し
書
の
車
両
系
木
材
伐
出
機
械
に
つ
い
て
は
、
そ

の
使
用
を
再
び
開
始
す
る
際
に
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
検
査

を
行
う
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
点
検
）

（
新
設
）

第
百
五
十
一
条
の
百
十

事
業
者
は
、
車
両
系
木
材
伐
出
機
械
を
用
い
て
作
業

を
行
う
と
き
は
、
そ
の
日
の
作
業
を
開
始
す
る
前
に
、
次
の
事
項
に
つ
い
て

点
検
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

制
動
装
置
及
び
操
縦
装
置
の
機
能
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二

作
業
装
置
及
び
油
圧
装
置
の
機
能

三

ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
及
び
履
帯
又
は
車
輪
の
異
常
の
有
無

四

前
照
灯
の
機
能

（
補
修
等
）

（
新
設
）

第
百
五
十
一
条
の
百
十
一

事
業
者
は
、
第
百
五
十
一
条
の
百
八
若
し
く
は
第

百
五
十
一
条
の
百
九
の
検
査
又
は
前
条
の
点
検
を
行
つ
た
場
合
に
お
い
て
、

異
常
を
認
め
た
と
き
は
、
直
ち
に
補
修
そ
の
他
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

第
二
款

伐
木
等
機
械

（
新
設
）

（
伐
木
作
業
に
お
け
る
危
険
の
防
止
）

（
新
設
）

第
百
五
十
一
条
の
百
十
二

事
業
者
は
、
伐
木
等
機
械
を
用
い
て
伐
木
の
作
業

を
行
う
と
き
は
、
立
木
を
伐
倒
し
よ
う
と
す
る
運
転
者
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立

木
に
つ
い
て
、
か
ん
木
、
枝
条
、
つ
る
、
浮
石
等
で
、
伐
倒
の
際
そ
の
他
作

業
中
に
危
険
を
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
も
の
を
取
り
除
か
せ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

２

前
項
の
運
転
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
木
に
つ
い
て
、
か
ん
木
、
枝
条
、
つ

る
、
浮
石
等
で
、
伐
倒
の
際
そ
の
他
作
業
中
に
危
険
を
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ

る
も
の
を
取
り
除
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
造
材
作
業
に
お
け
る
危
険
の
防
止
）

（
新
設
）

第
百
五
十
一
条
の
百
十
三

事
業
者
は
、
伐
木
等
機
械
を
用
い
て
造
材
の
作
業

を
行
う
と
き
は
、
造
材
を
行
う
原
木
等
が
転
落
し
、
又
は
滑
る
こ
と
に
よ
る

危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
当
該
作
業
を
行
お
う
と
す
る
運
転
者
に
、
平
た
ん

な
地
面
で
当
該
作
業
を
行
う
等
の
措
置
を
講
じ
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
運
転
者
は
、
同
項
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
款

走
行
集
材
機
械

（
新
設
）
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（
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
の
安
全
係
数
）

（
新
設
）

第
百
五
十
一
条
の
百
十
四

事
業
者
は
、
走
行
集
材
機
械
の
ウ
イ
ン
チ
又
は
ス

リ
ン
グ
に
用
い
る
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
の
安
全
係
数
に
つ
い
て
は
、
四
以
上
と
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
安
全
係
数
は
、
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
の
切
断
荷
重
の
値
を
、
当
該
ワ
イ

ヤ
ロ
ー
プ
に
か
か
る
荷
重
の
最
大
の
値
で
除
し
た
値
と
す
る
。

（
不
適
格
な
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
の
使
用
禁
止
）

（
新
設
）

第
百
五
十
一
条
の
百
十
五

事
業
者
は
、
走
行
集
材
機
械
の
ウ
イ
ン
チ
若
し
く

は
ス
リ
ン
グ
に
用
い
る
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
又
は
積
荷
の
固
定
に
用
い
る
ワ
イ
ヤ

ロ
ー
プ
に
つ
い
て
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
を
使
用
し
て
は
な

ら
な
い
。

一

ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
一
よ
り
の
間
に
お
い
て
素
線
（
フ
イ
ラ
線
を
除
く
。
以

下
本
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
数
の
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
の
素
線
が
切
断
し

た
も
の

二

摩
耗
に
よ
る
直
径
の
減
少
が
公
称
径
の
七
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
る
も
の

三

キ
ン
ク
し
た
も
の

四

著
し
い
形
崩
れ
又
は
腐
食
の
あ
る
も
の

（
ス
リ
ン
グ
等
の
点
検
）

（
新
設
）

第
百
五
十
一
条
の
百
十
六

事
業
者
は
、
走
行
集
材
機
械
を
用
い
て
作
業
を
行

う
と
き
は
、
そ
の
日
の
作
業
を
開
始
す
る
前
に
、
当
該
作
業
に
用
い
る
ス
リ

ン
グ
及
び
積
荷
の
固
定
に
用
い
る
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
の
状
態
に
つ
い
て
点
検
し

、
異
常
を
認
め
た
と
き
は
、
直
ち
に
、
補
修
し
、
又
は
取
り
替
え
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

（
合
図
）

（
新
設
）

第
百
五
十
一
条
の
百
十
七

事
業
者
は
、
走
行
集
材
機
械
の
ウ
イ
ン
チ
の
運
転

に
つ
い
て
、
一
定
の
合
図
及
び
合
図
を
行
う
者
を
定
め
、
運
転
に
当
た
つ
て
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は
、
当
該
合
図
を
使
用
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
走
行
集
材
機
械
の
ウ
イ
ン
チ
の
運
転
者
は
、
同
項
の
合
図
に
従
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
原
木
等
の
積
載
）

（
新
設
）

第
百
五
十
一
条
の
百
十
八

事
業
者
は
、
走
行
集
材
機
械
に
原
木
等
を
積
載
す

る
と
き
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

偏
荷
重
が
生
じ
な
い
よ
う
に
積
載
す
る
こ
と
。

二

荷
崩
れ
又
は
原
木
等
の
落
下
に
よ
る
労
働
者
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め

、
積
荷
を
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
で
固
定
す
る
等
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

（
荷
台
へ
の
乗
車
制
限
）

（
新
設
）

第
百
五
十
一
条
の
百
十
九

事
業
者
は
、
荷
台
を
有
す
る
走
行
集
材
機
械
を
走

行
さ
せ
る
と
き
は
、
当
該
走
行
集
材
機
械
の
荷
台
に
労
働
者
を
乗
車
さ
せ
て

は
な
ら
な
い
。

２

労
働
者
は
、
前
項
の
場
合
に
お
い
て
同
項
の
荷
台
に
乗
車
し
て
は
な
ら
な

い
。

第
四
款

架
線
集
材
機
械

（
新
設
）

（
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
の
安
全
係
数
）

（
新
設
）

第
百
五
十
一
条
の
百
二
十

事
業
者
は
、
架
線
集
材
機
械
の
ウ
イ
ン
チ
又
は
ス

リ
ン
グ
に
用
い
る
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
の
安
全
係
数
に
つ
い
て
は
、
四
以
上
と
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
安
全
係
数
は
、
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
の
切
断
荷
重
の
値
を
、
当
該
ワ
イ

ヤ
ロ
ー
プ
に
か
か
る
荷
重
の
最
大
の
値
で
除
し
た
値
と
す
る
。

（
不
適
格
な
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
の
使
用
禁
止
）

（
新
設
）

第
百
五
十
一
条
の
百
二
十
一

事
業
者
は
、
架
線
集
材
機
械
の
ウ
イ
ン
チ
又
は

ス
リ
ン
グ
に
用
い
る
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
に
つ
い
て
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
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す
る
も
の
を
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

一

ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
一
よ
り
の
間
に
お
い
て
素
線
（
フ
イ
ラ
線
を
除
く
。
以

下
本
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
数
の
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
の
素
線
が
切
断
し

た
も
の

二

摩
耗
に
よ
る
直
径
の
減
少
が
公
称
径
の
七
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
る
も
の

三

キ
ン
ク
し
た
も
の

四

著
し
い
形
崩
れ
又
は
腐
食
の
あ
る
も
の

（
ス
リ
ン
グ
の
点
検
）

（
新
設
）

第
百
五
十
一
条
の
百
二
十
二

事
業
者
は
、
架
線
集
材
機
械
を
用
い
て
作
業
を

行
う
と
き
は
、
そ
の
日
の
作
業
を
開
始
す
る
前
に
、
当
該
作
業
に
用
い
る
ス

リ
ン
グ
の
状
態
に
つ
い
て
点
検
し
、
異
常
を
認
め
た
と
き
は
、
直
ち
に
、
補

修
し
、
又
は
取
り
替
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
合
図
）

（
新
設
）

第
百
五
十
一
条
の
百
二
十
三

事
業
者
は
、
架
線
集
材
機
械
の
ウ
イ
ン
チ
の
運

転
に
つ
い
て
、
一
定
の
合
図
及
び
合
図
を
行
う
者
を
定
め
、
運
転
に
当
た
つ

て
は
、
当
該
合
図
を
使
用
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
架
線
集
材
機
械
の
ウ
イ
ン
チ
の
運
転
者
は
、
同
項
の
合
図
に
従
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
節

機
械
集
材
装
置
及
び
運
材
索
道

（
新
設
）

（
調
査
及
び
記
録
）

（
新
設
）

第
百
五
十
一
条
の
百
二
十
四

事
業
者
は
、
林
業
架
線
作
業
（
機
械
集
材
装
置

若
し
く
は
運
材
索
道
の
組
立
て
、
解
体
、
変
更
若
し
く
は
修
理
の
作
業
又
は

こ
れ
ら
の
設
備
に
よ
る
集
材
若
し
く
は
運
材
の
作
業
を
い
う
。
以
下
同
じ
。

）
を
行
う
と
き
は
、
集
材
機
又
は
運
材
機
の
転
落
、
地
山
の
崩
壊
、
支
柱
の

倒
壊
等
に
よ
る
労
働
者
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
作

業
に
係
る
場
所
に
つ
い
て
広
さ
、
地
形
、
地
盤
の
状
態
等
、
支
柱
と
す
る
立
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木
の
状
態
及
び
運
搬
す
る
原
木
等
の
形
状
等
を
調
査
し
、
そ
の
結
果
を
記
録

し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
作
業
計
画
）

（
新
設
）

第
百
五
十
一
条
の
百
二
十
五

事
業
者
は
、
林
業
架
線
作
業
を
行
う
と
き
は
、

あ
ら
か
じ
め
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
調
査
に
よ
り
知
り
得
た
と
こ
ろ
に
適
応

す
る
作
業
計
画
を
定
め
、
か
つ
、
当
該
作
業
計
画
に
よ
り
作
業
を
行
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
作
業
計
画
は
、
次
の
事
項
が
示
さ
れ
て
い
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

一

支
柱
及
び
主
要
機
器
の
配
置
の
場
所

二

使
用
す
る
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
の
種
類
及
び
そ
の
直
径

三

中
央
垂
下
比

四

最
大
使
用
荷
重
、
搬
器
と
搬
器
の
間
隔
及
び
搬
器
ご
と
の
最
大
積
載
荷

重
五

機
械
集
材
装
置
の
集
材
機
の
種
類
及
び
最
大
け
ん
引
力

六

林
業
架
線
作
業
の
方
法

３

事
業
者
は
、
第
一
項
の
作
業
計
画
を
定
め
た
と
き
は
、
前
項
第
一
号
、
第

二
号
、
第
四
号
及
び
第
六
号
の
事
項
に
つ
い
て
関
係
労
働
者
に
周
知
さ
せ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
林
業
架
線
作
業
主
任
者
の
選
任
）

（
新
設
）

第
百
五
十
一
条
の
百
二
十
六

事
業
者
は
、
令
第
六
条
第
三
号
の
作
業
に
つ
い

て
は
、
林
業
架
線
作
業
主
任
者
免
許
を
受
け
た
者
の
う
ち
か
ら
、
林
業
架
線

作
業
主
任
者
を
選
任
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
林
業
架
線
作
業
主
任
者
の
職
務
）

（
新
設
）

第
百
五
十
一
条
の
百
二
十
七

事
業
者
は
、
林
業
架
線
作
業
主
任
者
に
、
次
の

事
項
を
行
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

作
業
の
方
法
及
び
労
働
者
の
配
置
を
決
定
し
、
作
業
を
直
接
指
揮
す
る
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こ
と
。

二

材
料
の
欠
点
の
有
無
並
び
に
器
具
及
び
工
具
の
機
能
を
点
検
し
、
不
良

品
を
取
り
除
く
こ
と
。

三

作
業
中
、
安
全
帯
等
及
び
保
護
帽
の
使
用
状
況
を
監
視
す
る
こ
と
。

（
作
業
指
揮
者
）

（
新
設
）

第
百
五
十
一
条
の
百
二
十
八

事
業
者
は
、
林
業
架
線
作
業
（
令
第
六
条
第
三

号
の
作
業
を
除
く
。
）
を
行
う
と
き
は
、
当
該
作
業
の
指
揮
者
を
定
め
、
そ

の
者
に
第
百
五
十
一
条
の
百
二
十
五
第
一
項
の
作
業
計
画
に
基
づ
き
作
業
の

指
揮
を
行
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
制
動
装
置
等
）

（
新
設
）

第
百
五
十
一
条
の
百
二
十
九

事
業
者
は
、
機
械
集
材
装
置
又
は
運
材
索
道
に

つ
い
て
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

搬
器
又
は
つ
り
荷
を
制
動
さ
せ
る
必
要
が
な
い
場
合
を
除
き
、
搬
器
又

は
つ
り
荷
を
適
時
停
止
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
有
効
な
制
動
装
置
を
備
え

る
こ
と
。

二

主
索
、
控
索
及
び
固
定
物
に
取
り
付
け
る
作
業
索
は
、
支
柱
、
立
木
、

根
株
等
の
固
定
物
で
堅
固
な
も
の
に
二
回
以
上
巻
き
付
け
、
か
つ
、
ク
リ

ツ
プ
、
ク
ラ
ン
プ
等
の
緊
結
具
を
用
い
て
確
実
に
取
り
付
け
る
こ
と
。

三

支
柱
の
頂
部
を
安
定
さ
せ
る
た
め
の
控
え
は
、
二
以
上
と
し
、
控
え
と

支
柱
と
の
な
す
角
度
を
三
十
度
以
上
と
す
る
こ
と
。

四

サ
ド
ル
ブ
ロ
ツ
ク
、
ガ
イ
ド
ブ
ロ
ツ
ク
等
は
、
取
付
け
部
が
受
け
る
荷

重
に
よ
り
破
壊
し
、
又
は
脱
落
す
る
お
そ
れ
の
な
い
シ
ヤ
ツ
ク
ル
、
台
付

け
索
等
の
取
付
け
具
を
用
い
て
確
実
に
取
り
付
け
る
こ
と
。

五

搬
器
、
主
索
支
持
器
そ
の
他
の
附
属
器
具
は
、
十
分
な
強
度
を
有
す
る

も
の
を
使
用
す
る
こ
と
。

六

え
い
索
又
は
作
業
索
の
端
部
を
搬
器
又
は
ロ
ー
ジ
ン
グ
ブ
ロ
ツ
ク
に
取

り
付
け
る
と
き
は
、
ク
リ
ツ
プ
止
め
、
ア
イ
ス
プ
ラ
イ
ス
等
の
方
法
に
よ

り
確
実
に
取
り
付
け
る
こ
と
。
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（
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
の
安
全
係
数
）

（
新
設
）

第
百
五
十
一
条
の
百
三
十

事
業
者
は
、
機
械
集
材
装
置
又
は
運
材
索
道
の
次

の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
索
に
つ
い
て
は
、
そ
の
用
途
に
応
じ
て
、
安
全
係
数

が
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
値
以
上
で
あ
る
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
を
使
用
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
の
用
途

安
全
係
数

主
索

二
・
七

え
い
索

四
・
〇

作
業
索
（
巻
上
げ
索
を
除
く
。
）

四
・
〇

巻
上
げ
索

六
・
〇

控
索

四
・
〇

台
付
け
索

四
・
〇

荷
吊
り
索

六
・
〇

２

前
項
の
安
全
係
数
は
、
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
の
切
断
荷
重
の
値
を
、
当
該
機
械

集
材
装
置
又
は
運
材
索
道
の
組
立
て
の
状
態
及
び
当
該
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
に
か

か
る
荷
重
に
応
じ
た
最
大
張
力
の
値
で
除
し
た
値
と
す
る
。

（
不
適
格
な
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
の
使
用
禁
止
）

（
新
設
）

第
百
五
十
一
条
の
百
三
十
一

事
業
者
は
、
機
械
集
材
装
置
又
は
運
材
索
道
の

ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
に
つ
い
て
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
を
使
用
し

て
は
な
ら
な
い
。

一

ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
一
よ
り
の
間
に
お
い
て
素
線
（
フ
イ
ラ
線
を
除
く
。
以

下
本
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
数
の
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
の
素
線
が
切
断
し

た
も
の

二

摩
耗
に
よ
る
直
径
の
減
少
が
公
称
径
の
七
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
る
も
の

三

キ
ン
ク
し
た
も
の
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四

著
し
い
形
崩
れ
又
は
腐
食
の
あ
る
も
の

（
作
業
索
）

（
新
設
）

第
百
五
十
一
条
の
百
三
十
二

事
業
者
は
、
機
械
集
材
装
置
の
作
業
索
（
エ
ン

ド
レ
ス
の
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
次
に
定
め
る
措
置
を
講
じ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

一

作
業
索
は
、
こ
れ
を
最
大
に
使
用
し
た
場
合
に
お
い
て
、
集
材
機
の
巻

胴
に
二
巻
以
上
を
残
す
こ
と
が
で
き
る
長
さ
と
す
る
こ
と
。

二

作
業
索
の
端
部
は
、
集
材
機
の
巻
胴
に
ク
ラ
ン
プ
、
ク
リ
ツ
プ
等
の
緊

結
具
を
用
い
て
確
実
に
取
り
付
け
る
こ
と
。

（
巻
過
ぎ
防
止
）

（
新
設
）

第
百
五
十
一
条
の
百
三
十
三

事
業
者
は
、
機
械
集
材
装
置
に
つ
い
て
は
、
巻

過
防
止
装
置
を
備
え
る
等
巻
上
げ
索
の
巻
過
ぎ
に
よ
る
労
働
者
の
危
険
を
防

止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
集
材
機
又
は
運
材
機
）

（
新
設
）

第
百
五
十
一
条
の
百
三
十
四

事
業
者
は
、
機
械
集
材
装
置
の
集
材
機
又
は
運

材
索
道
の
運
材
機
に
つ
い
て
は
、
次
に
定
め
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
た
だ
し
、
架
線
集
材
機
械
を
機
械
集
材
装
置
の
集
材
機
と
し
て
用
い

る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

浮
き
上
が
り
、
ず
れ
又
は
振
れ
が
生
じ
な
い
よ
う
に
据
え
付
け
る
こ
と

。
二

歯
止
装
置
又
は
止
め
金
つ
き
ブ
レ
ー
キ
を
備
え
付
け
る
こ
と
。

２

事
業
者
は
、
架
線
集
材
機
械
を
機
械
集
材
装
置
の
集
材
機
と
し
て
用
い
る

場
合
は
、
次
に
定
め
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

架
線
集
材
機
械
の
停
止
の
状
態
を
保
持
す
る
た
め
の
ブ
レ
ー
キ
を
確
実

に
か
け
る
等
の
架
線
集
材
機
械
の
逸
走
を
防
止
す
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と

。
二

ア
ウ
ト
リ
ガ
ー
を
必
要
な
広
さ
及
び
強
度
を
有
す
る
鉄
板
等
の
上
で
張
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り
出
し
、
又
は
ブ
レ
ー
ド
を
地
上
に
下
ろ
す
等
の
架
線
集
材
機
械
の
転
倒

又
は
転
落
に
よ
る
労
働
者
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ

と
。

（
転
倒
時
保
護
構
造
等
）

（
新
設
）

第
百
五
十
一
条
の
百
三
十
五

事
業
者
は
、
架
線
集
材
機
械
を
機
械
集
材
装
置

の
集
材
機
と
し
て
用
い
る
場
合
は
、
路
肩
、
傾
斜
地
等
で
あ
つ
て
、
架
線
集

材
機
械
の
転
倒
又
は
転
落
に
よ
り
労
働
者
に
危
険
が
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る

場
所
に
お
い
て
は
、
転
倒
時
保
護
構
造
を
有
し
、
か
つ
、
シ
ー
ト
ベ
ル
ト
を

備
え
た
も
の
以
外
の
架
線
集
材
機
械
を
使
用
し
な
い
よ
う
努
め
る
と
と
も
に

、
運
転
者
に
シ
ー
ト
ベ
ル
ト
を
使
用
さ
せ
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
ヘ
ツ
ド
ガ
ー
ド
）

（
新
設
）

第
百
五
十
一
条
の
百
三
十
六

事
業
者
は
、
機
械
集
材
装
置
の
集
材
機
に
つ
い

て
は
、
堅
固
な
ヘ
ツ
ド
ガ
ー
ド
を
備
え
た
も
の
で
な
け
れ
ば
使
用
し
て
は
な

ら
な
い
。
た
だ
し
、
原
木
等
の
落
下
に
よ
り
運
転
者
に
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ

れ
の
な
い
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
防
護
柵
等
）

（
新
設
）

第
百
五
十
一
条
の
百
三
十
七

事
業
者
は
、
機
械
集
材
装
置
の
集
材
機
に
つ
い

て
は
、
原
木
等
の
飛
来
等
に
よ
り
運
転
者
に
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る

と
き
は
、
運
転
者
席
の
防
護
柵
等
当
該
危
険
を
防
止
す
る
た
め
の
設
備
を
備

え
た
も
の
で
な
け
れ
ば
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
最
大
使
用
荷
重
等
の
表
示
）

（
新
設
）

第
百
五
十
一
条
の
百
三
十
八

事
業
者
は
、
機
械
集
材
装
置
に
つ
い
て
は
、
最

大
使
用
荷
重
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

事
業
者
は
、
機
械
集
材
装
置
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
最
大
使
用
荷
重
を
超

え
る
荷
重
を
か
け
て
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。
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第
百
五
十
一
条
の
百
三
十
九

事
業
者
は
、
運
材
索
道
に
つ
い
て
は
、
次
の
事

（
新
設
）

項
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

最
大
使
用
荷
重

二

搬
器
と
搬
器
と
の
間
隔

三

搬
器
ご
と
の
最
大
積
載
荷
重

２

事
業
者
は
、
運
材
索
道
に
つ
い
て
は
、
前
項
第
一
号
の
最
大
使
用
荷
重
及

び
同
項
第
三
号
の
搬
器
ご
と
の
最
大
積
載
荷
重
を
超
え
る
荷
重
を
か
け
て
使

用
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
接
触
の
防
止
）

（
新
設
）

第
百
五
十
一
条
の
百
四
十

事
業
者
は
、
架
線
集
材
機
械
を
機
械
集
材
装
置
の

集
材
機
と
し
て
用
い
て
集
材
の
作
業
を
行
う
と
き
は
、
運
転
中
の
架
線
集
材

機
械
又
は
取
り
扱
う
原
木
等
に
接
触
す
る
こ
と
に
よ
り
労
働
者
に
危
険
が
生

ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
箇
所
に
労
働
者
を
立
ち
入
ら
せ
て
は
な
ら
な
い
。

（
合
図
等
）

（
新
設
）

第
百
五
十
一
条
の
百
四
十
一

事
業
者
は
、
林
業
架
線
作
業
を
行
う
と
き
は
、

機
械
集
材
装
置
又
は
運
材
索
道
の
運
転
者
と
荷
掛
け
又
は
荷
外
し
を
す
る
者

と
の
間
の
連
絡
を
確
実
に
す
る
た
め
、
電
話
、
電
鈴
等
の
装
置
を
設
け
、
又

は
一
定
の
合
図
を
定
め
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
装
置
を
使
用
す
る
者
を
指
名
し
て

そ
の
者
に
使
用
さ
せ
、
又
は
当
該
合
図
を
行
う
者
を
指
名
し
て
そ
の
者
に
行

わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
運
転
者
は
、
同
項
の
指
名
を
受
け
た
者
に
よ
る
指
示
又
は
同
項
の

合
図
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
立
入
禁
止
）

（
新
設
）

第
百
五
十
一
条
の
百
四
十
二

事
業
者
は
、
林
業
架
線
作
業
を
行
う
と
き
は
、

次
の
箇
所
に
労
働
者
を
立
ち
入
ら
せ
て
は
な
ら
な
い
。

一

主
索
の
下
で
、
原
木
等
が
落
下
し
、
又
は
降
下
す
る
こ
と
に
よ
り
労
働



- 21 -

者
に
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
と
こ
ろ

二

原
木
等
を
荷
掛
け
し
、
又
は
集
材
し
て
い
る
場
所
の
下
方
で
、
原
木
等

が
転
落
し
、
又
は
滑
る
こ
と
に
よ
り
労
働
者
に
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の

あ
る
と
こ
ろ

三

作
業
索
の
内
角
側
で
、
索
又
は
ガ
イ
ド
ブ
ロ
ツ
ク
等
が
反
発
し
、
又
は

飛
来
す
る
こ
と
に
よ
り
労
働
者
に
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
と
こ
ろ

（
ブ
ー
ム
等
の
降
下
に
よ
る
危
険
の
防
止
）

（
新
設
）

第
百
五
十
一
条
の
百
四
十
三

事
業
者
は
、
架
線
集
材
機
械
（
構
造
上
、
ブ
ー

ム
、
ア
ー
ム
等
が
不
意
に
降
下
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
装
置
が
組
み
込
ま
れ

て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
を
機
械
集
材
装
置
の
集
材
機
と
し
て
用
い
る
場
合

で
あ
つ
て
、
架
線
集
材
機
械
の
ブ
ー
ム
、
ア
ー
ム
等
を
上
げ
、
そ
の
下
で
修

理
、
点
検
等
の
作
業
を
行
う
と
き
は
、
ブ
ー
ム
、
ア
ー
ム
等
が
不
意
に
降
下

す
る
こ
と
に
よ
る
労
働
者
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
当
該
作
業
に
従
事
す

る
労
働
者
に
安
全
支
柱
、
安
全
ブ
ロ
ツ
ク
等
を
使
用
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

２

前
項
の
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
は
、
同
項
の
安
全
支
柱
、
安
全
ブ
ロ
ツ

ク
等
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
搭
乗
の
制
限
）

（
新
設
）

第
百
五
十
一
条
の
百
四
十
四

事
業
者
は
、
機
械
集
材
装
置
又
は
運
材
索
道
の

搬
器
、
つ
り
荷
、
重
錘
等
の
物
で
、
つ
り
下
げ
ら
れ
て
い
る
も
の
に
、
労
働

者
を
乗
せ
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
搬
器
、
索
等
の
器
材
の
点
検
、
補
修

等
臨
時
の
作
業
を
行
う
場
合
で
、
墜
落
に
よ
る
危
険
を
生
ず
る
お
そ
れ
の
な

い
措
置
を
講
ず
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

事
業
者
は
、
架
線
集
材
機
械
を
機
械
集
材
装
置
の
集
材
機
と
し
て
用
い
て

集
材
の
作
業
を
行
う
と
き
は
、
乗
車
席
以
外
の
箇
所
に
労
働
者
を
乗
せ
て
は

な
ら
な
い
。

３

労
働
者
は
、
第
一
項
た
だ
し
書
の
場
合
を
除
き
、
同
項
の
つ
り
下
げ
ら
れ

て
い
る
物
に
乗
つ
て
は
な
ら
な
い
。
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（
悪
天
候
時
の
作
業
禁
止
）

（
新
設
）

第
百
五
十
一
条
の
百
四
十
五

事
業
者
は
、
強
風
、
大
雨
、
大
雪
等
の
悪
天
候

の
た
め
、
林
業
架
線
作
業
の
実
施
に
つ
い
て
危
険
が
予
想
さ
れ
る
と
き
は
、

当
該
作
業
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

（
点
検
）

（
新
設
）

第
百
五
十
一
条
の
百
四
十
六

事
業
者
は
、
林
業
架
線
作
業
に
つ
い
て
は
、
次

の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
場
合
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事

項
を
点
検
し
、
異
常
を
認
め
た
と
き
は
、
直
ち
に
、
補
修
し
、
又
は
取
り
替

え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

点
検
を
要
す

点
検
事
項

る
場
合

組
立
て
又
は

支
柱
及
び
ア
ン
カ
の
状
態

変
更
を
行
つ

集
材
機
、
運
材
機
及
び
制
動
機
の
異
常
の
有
無
及
び
そ

た
場
合

の
据
付
け
の
状
態

試
運
転
を
行

主
索
、
え
い
索
、
作
業
索
、
控
索
及
び
台
付
け
索
の
異

つ
た
場
合

常
の
有
無
及
び
そ
の
取
付
け
の
状
態

搬
器
又
は
ロ
ー
ジ
ン
グ
ブ
ロ
ツ
ク
と
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
と

の
緊
結
部
の
状
態

第
百
五
十
一
条
の
百
四
十
一
第
一
項
の
電
話
、
電
鈴
等

の
装
置
の
異
常
の
有
無

強
風
、
大
雨

支
柱
及
び
ア
ン
カ
の
状
態

、
大
雪
等
の

集
材
機
、
運
材
機
及
び
制
動
機
の
異
常
の
有
無
及
び
そ

悪
天
候
の
後

の
据
付
け
の
状
態

及
び
中
震
以

主
索
、
え
い
索
、
作
業
索
、
控
索
及
び
台
付
け
索
の
取

上
の
地
震
の

付
け
の
状
態

後
の
場
合

第
百
五
十
一
条
の
百
四
十
一
第
一
項
の
電
話
、
電
鈴
等

の
装
置
の
異
常
の
有
無



- 23 -

そ
の
日
の
作

集
材
機
、
運
材
機
及
び
制
動
機
の
機
能

業
を
開
始
し

荷
吊
り
索
の
異
常
の
有
無

よ
う
と
す
る

運
材
索
道
の
搬
器
の
異
常
の
有
無
及
び
搬
器
と
え
い
索

場
合

と
の
緊
結
部
の
状
態

第
百
五
十
一
条
の
百
四
十
一
第
一
項
の
電
話
、
電
鈴
等

の
装
置
の
機
能

（
運
転
位
置
か
ら
離
れ
る
場
合
の
措
置
）

（
新
設
）

第
百
五
十
一
条
の
百
四
十
七

事
業
者
は
、
架
線
集
材
機
械
を
機
械
集
材
装
置

の
集
材
機
と
し
て
用
い
る
場
合
に
お
い
て
、
架
線
集
材
機
械
の
運
転
者
が
運

転
位
置
か
ら
離
れ
る
と
き
は
、
当
該
運
転
者
に
次
の
措
置
を
講
じ
さ
せ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

一

作
業
装
置
を
地
上
に
下
ろ
す
こ
と
。

二

原
動
機
を
止
め
る
こ
と
。

２

前
項
の
運
転
者
は
、
架
線
集
材
機
械
の
運
転
位
置
か
ら
離
れ
る
と
き
は
、

同
項
各
号
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
運
転
位
置
か
ら
の
離
脱
の
禁
止
）

（
新
設
）

第
百
五
十
一
条
の
百
四
十
八

事
業
者
は
、
機
械
集
材
装
置
又
は
運
材
索
道
が

運
転
さ
れ
て
い
る
間
は
、
当
該
機
械
集
材
装
置
又
は
運
材
索
道
の
運
転
者
を

運
転
位
置
か
ら
離
れ
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
運
転
者
は
、
機
械
集
材
装
置
又
は
運
材
索
道
が
運
転
さ
れ
て
い
る

間
は
、
運
転
位
置
を
離
れ
て
は
な
ら
な
い
。

（
主
索
の
安
全
係
数
の
検
定
等
）

（
新
設
）

第
百
五
十
一
条
の
百
四
十
九

事
業
者
は
、
機
械
集
材
装
置
若
し
く
は
運
材
索

道
を
組
み
立
て
、
又
は
主
索
の
張
力
に
変
化
を
生
ず
る
変
更
を
し
た
と
き
は

、
主
索
の
安
全
係
数
を
検
定
し
、
か
つ
、
そ
の
最
大
使
用
荷
重
の
荷
重
で
試

運
転
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
保
護
帽
の
着
用
）

（
新
設
）

第
百
五
十
一
条
の
百
五
十

事
業
者
は
、
林
業
架
線
作
業
を
行
う
と
き
は
、
物

体
の
飛
来
又
は
落
下
に
よ
る
労
働
者
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
当
該
作
業

に
従
事
す
る
労
働
者
に
保
護
帽
を
着
用
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
は
、
同
項
の
保
護
帽
を
着
用
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

（
適
用
除
外
）

（
新
設
）

第
百
五
十
一
条
の
百
五
十
一

第
百
五
十
一
条
の
百
三
十
第
一
項
及
び
第
百
五

十
一
条
の
百
四
十
九
の
規
定
は
、
最
大
使
用
荷
重
が
二
百
キ
ロ
グ
ラ
ム
未
満

で
、
支
間
の
斜
距
離
の
合
計
が
三
百
五
十
メ
ー
ト
ル
未
満
の
運
材
索
道
に
つ

い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

（
新
設
）

第
三
節

簡
易
架
線
集
材
装
置

（
調
査
及
び
記
録
）

（
新
設
）

第
百
五
十
一
条
の
百
五
十
二

事
業
者
は
、
簡
易
林
業
架
線
作
業
（
簡
易
架
線

集
材
装
置
（
集
材
機
、
架
線
、
搬
器
、
支
柱
及
び
こ
れ
ら
に
附
属
す
る
物
に

よ
り
構
成
さ
れ
、
動
力
を
用
い
て
、
原
木
等
を
巻
き
上
げ
、
か
つ
、
原
木
等

の
一
部
が
地
面
に
接
し
た
状
態
で
運
搬
す
る
設
備
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

の
組
立
て
、
解
体
、
変
更
若
し
く
は
修
理
の
作
業
又
は
こ
の
設
備
に
よ
る
集

材
の
作
業
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
行
う
と
き
は
、
集
材
機
の
転
落
、
地

山
の
崩
壊
、
支
柱
の
倒
壊
等
に
よ
る
労
働
者
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
あ

ら
か
じ
め
、
当
該
作
業
に
係
る
場
所
に
つ
い
て
広
さ
、
地
形
、
地
盤
の
状
態

等
、
支
柱
と
す
る
立
木
の
状
態
及
び
運
搬
す
る
原
木
等
の
形
状
等
を
調
査
し

、
そ
の
結
果
を
記
録
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
作
業
計
画
）

（
新
設
）

第
百
五
十
一
条
の
百
五
十
三

事
業
者
は
、
簡
易
林
業
架
線
作
業
を
行
う
と
き

は
、
あ
ら
か
じ
め
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
調
査
に
よ
り
知
り
得
た
と
こ
ろ
に



- 25 -

適
応
す
る
作
業
計
画
を
定
め
、
か
つ
、
当
該
作
業
計
画
に
よ
り
作
業
を
行
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
作
業
計
画
は
、
次
の
事
項
が
示
さ
れ
て
い
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

一

支
柱
及
び
主
要
機
器
の
配
置
の
場
所

二

使
用
す
る
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
の
種
類
及
び
そ
の
直
径

三

最
大
使
用
荷
重

四

簡
易
架
線
集
材
装
置
の
集
材
機
の
種
類
及
び
最
大
け
ん
引
力

五

簡
易
林
業
架
線
作
業
の
方
法

３

事
業
者
は
、
第
一
項
の
作
業
計
画
を
定
め
た
と
き
は
、
前
項
第
一
号
、
第

二
号
、
第
三
号
及
び
第
五
号
の
事
項
に
つ
い
て
関
係
労
働
者
に
周
知
さ
せ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
作
業
指
揮
者
）

（
新
設
）

第
百
五
十
一
条
の
百
五
十
四

事
業
者
は
、
簡
易
林
業
架
線
作
業
を
行
う
と
き

は
、
当
該
作
業
の
指
揮
者
を
定
め
、
そ
の
者
に
前
条
第
一
項
の
作
業
計
画
に

基
づ
き
作
業
の
指
揮
を
行
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
制
動
装
置
等
）

（
新
設
）

第
百
五
十
一
条
の
百
五
十
五

事
業
者
は
、
簡
易
架
線
集
材
装
置
に
つ
い
て
は

、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

搬
器
又
は
つ
り
荷
を
適
時
停
止
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
有
効
な
制
動
装

置
を
備
え
る
こ
と
。

二

控
索
及
び
固
定
物
に
取
り
付
け
る
作
業
索
は
、
支
柱
、
立
木
、
根
株
等

の
固
定
物
で
堅
固
な
も
の
に
二
回
以
上
巻
き
付
け
、
か
つ
、
ク
リ
ツ
プ
、

ク
ラ
ン
プ
等
の
緊
結
具
を
用
い
て
確
実
に
取
り
付
け
る
こ
と
。

三

控
え
で
頂
部
を
安
定
さ
せ
る
必
要
が
な
い
場
合
を
除
き
、
支
柱
の
頂
部

を
安
定
さ
せ
る
た
め
の
控
え
は
、
二
以
上
と
し
、
控
え
と
支
柱
と
の
な
す

角
度
を
三
十
度
以
上
と
す
る
こ
と
。

四

ガ
イ
ド
ブ
ロ
ツ
ク
等
は
、
取
付
け
部
が
受
け
る
荷
重
に
よ
り
破
壊
し
、
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又
は
脱
落
す
る
お
そ
れ
の
な
い
シ
ヤ
ツ
ク
ル
、
台
付
け
索
等
の
取
付
け
具

を
用
い
て
確
実
に
取
り
付
け
る
こ
と
。

五

搬
器
そ
の
他
の
附
属
器
具
は
、
十
分
な
強
度
を
有
す
る
も
の
を
使
用
す

る
こ
と
。

六

作
業
索
の
端
部
を
搬
器
又
は
ロ
ー
ジ
ン
グ
ブ
ロ
ツ
ク
に
取
り
付
け
る
と

き
は
、
ク
リ
ツ
プ
止
め
、
ア
イ
ス
プ
ラ
イ
ス
等
の
方
法
に
よ
り
確
実
に
取

り
付
け
る
こ
と
。

（
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
の
安
全
係
数
）

（
新
設
）

第
百
五
十
一
条
の
百
五
十
六

事
業
者
は
、
簡
易
架
線
集
材
装
置
の
索
に
用
い

る
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
の
安
全
係
数
に
つ
い
て
は
、
四
以
上
と
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

２

前
項
の
安
全
係
数
は
、
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
の
切
断
荷
重
の
値
を
、
当
該
ワ
イ

ヤ
ロ
ー
プ
に
か
か
る
荷
重
の
最
大
の
値
で
除
し
た
値
と
す
る
。

（
不
適
格
な
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
の
使
用
禁
止
）

（
新
設
）

第
百
五
十
一
条
の
百
五
十
七

事
業
者
は
、
簡
易
架
線
集
材
装
置
の
ワ
イ
ヤ
ロ

ー
プ
に
つ
い
て
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
を
使
用
し
て
は
な
ら

な
い
。

一

ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
一
よ
り
の
間
に
お
い
て
素
線
（
フ
イ
ラ
線
を
除
く
。
以

下
本
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
数
の
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
の
素
線
が
切
断
し

た
も
の

二

摩
耗
に
よ
る
直
径
の
減
少
が
公
称
径
の
七
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
る
も
の

三

キ
ン
ク
し
た
も
の

四

著
し
い
形
崩
れ
又
は
腐
食
の
あ
る
も
の

（
作
業
索
）

（
新
設
）

第
百
五
十
一
条
の
百
五
十
八

事
業
者
は
、
簡
易
架
線
集
材
装
置
の
作
業
索
（

エ
ン
ド
レ
ス
の
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
次
に
定
め
る
措
置
を
講
じ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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一

作
業
索
は
、
こ
れ
を
最
大
に
使
用
し
た
場
合
に
お
い
て
、
集
材
機
の
巻

胴
に
二
巻
以
上
を
残
す
こ
と
が
で
き
る
長
さ
と
す
る
こ
と
。

二

作
業
索
の
端
部
は
、
集
材
機
の
巻
胴
に
ク
ラ
ン
プ
、
ク
リ
ツ
プ
等
の
緊

結
具
を
用
い
て
確
実
に
取
り
付
け
る
こ
と
。

（
巻
過
ぎ
防
止
）

（
新
設
）

第
百
五
十
一
条
の
百
五
十
九

事
業
者
は
、
簡
易
架
線
集
材
装
置
に
つ
い
て
は

、
巻
過
防
止
装
置
を
備
え
る
等
巻
上
げ
索
の
巻
過
ぎ
に
よ
る
労
働
者
の
危
険

を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
集
材
機
）

（
新
設
）

第
百
五
十
一
条
の
百
六
十

事
業
者
は
、
簡
易
架
線
集
材
装
置
の
集
材
機
に
つ

い
て
は
、
次
に
定
め
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
架
線

集
材
機
械
を
簡
易
架
線
集
材
装
置
の
集
材
機
と
し
て
用
い
る
場
合
は
、
こ
の

限
り
で
な
い
。

一

浮
き
上
が
り
、
ず
れ
又
は
振
れ
が
生
じ
な
い
よ
う
に
据
え
付
け
る
こ
と

。
二

歯
止
装
置
又
は
止
め
金
つ
き
ブ
レ
ー
キ
を
備
え
付
け
る
こ
と
。

２

事
業
者
は
、
架
線
集
材
機
械
を
簡
易
架
線
集
材
装
置
の
集
材
機
と
し
て
用

い
る
場
合
は
、
次
に
定
め
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

架
線
集
材
機
械
の
停
止
の
状
態
を
保
持
す
る
た
め
の
ブ
レ
ー
キ
を
確
実

に
か
け
る
等
の
架
線
集
材
機
械
の
逸
走
を
防
止
す
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と

。
二

ア
ウ
ト
リ
ガ
ー
を
必
要
な
広
さ
及
び
強
度
を
有
す
る
鉄
板
等
の
上
で
張

り
出
し
、
又
は
ブ
レ
ー
ド
を
地
上
に
下
ろ
す
等
の
架
線
集
材
機
械
の
転
倒

又
は
転
落
に
よ
る
労
働
者
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ

と
。

（
転
倒
時
保
護
構
造
等
）

（
新
設
）

第
百
五
十
一
条
の
百
六
十
一

事
業
者
は
、
架
線
集
材
機
械
を
簡
易
架
線
集
材
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装
置
の
集
材
機
と
し
て
用
い
る
場
合
は
、
路
肩
、
傾
斜
地
等
で
あ
つ
て
、
架

線
集
材
機
械
の
転
倒
又
は
転
落
に
よ
り
労
働
者
に
危
険
が
生
ず
る
お
そ
れ
の

あ
る
場
所
に
お
い
て
は
、
転
倒
時
保
護
構
造
を
有
し
、
か
つ
、
シ
ー
ト
ベ
ル

ト
を
備
え
た
も
の
以
外
の
架
線
集
材
機
械
を
使
用
し
な
い
よ
う
努
め
る
と
と

も
に
、
運
転
者
に
シ
ー
ト
ベ
ル
ト
を
使
用
さ
せ
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

（
防
護
柵
等
）

（
新
設
）

第
百
五
十
一
条
の
百
六
十
二

事
業
者
は
、
簡
易
架
線
集
材
装
置
の
集
材
機
に

つ
い
て
は
、
原
木
等
の
飛
来
等
に
よ
り
運
転
者
に
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の

あ
る
と
き
は
、
運
転
者
席
の
防
護
柵
等
当
該
危
険
を
防
止
す
る
た
め
の
設
備

を
備
え
た
も
の
で
な
け
れ
ば
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
最
大
使
用
荷
重
の
表
示
）

（
新
設
）

第
百
五
十
一
条
の
百
六
十
三

事
業
者
は
、
簡
易
架
線
集
材
装
置
に
つ
い
て
は

、
最
大
使
用
荷
重
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

事
業
者
は
、
簡
易
架
線
集
材
装
置
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
最
大
使
用
荷
重

を
超
え
る
荷
重
を
か
け
て
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
接
触
の
防
止
）

（
新
設
）

第
百
五
十
一
条
の
百
六
十
四

事
業
者
は
、
架
線
集
材
機
械
を
簡
易
架
線
集
材

装
置
の
集
材
機
と
し
て
用
い
て
集
材
の
作
業
を
行
う
と
き
は
、
運
転
中
の
架

線
集
材
機
械
又
は
取
り
扱
う
原
木
等
に
接
触
す
る
こ
と
に
よ
り
労
働
者
に
危

険
が
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
箇
所
に
労
働
者
を
立
ち
入
ら
せ
て
は
な
ら
な
い

。（
合
図
等
）

（
新
設
）

第
百
五
十
一
条
の
百
六
十
五

事
業
者
は
、
簡
易
林
業
架
線
作
業
を
行
う
と
き

は
、
簡
易
架
線
集
材
装
置
の
運
転
者
と
荷
掛
け
又
は
荷
外
し
を
す
る
者
と
の

間
の
連
絡
を
確
実
に
す
る
た
め
、
電
話
、
電
鈴
等
の
装
置
を
設
け
、
又
は
一
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定
の
合
図
を
定
め
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
装
置
を
使
用
す
る
者
を
指
名
し
て
そ
の

者
に
使
用
さ
せ
、
又
は
当
該
合
図
を
行
う
者
を
指
名
し
て
そ
の
者
に
行
わ
せ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
運
転
者
は
、
同
項
の
指
名
を
受
け
た
者
に
よ
る
指
示
又
は
同
項
の

合
図
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
立
入
禁
止
）

（
新
設
）

第
百
五
十
一
条
の
百
六
十
六

事
業
者
は
、
簡
易
林
業
架
線
作
業
を
行
う
と
き

は
、
次
の
箇
所
に
労
働
者
を
立
ち
入
ら
せ
て
は
な
ら
な
い
。

一

原
木
等
を
荷
掛
け
し
、
又
は
集
材
し
て
い
る
場
所
の
下
方
で
、
原
木
等

が
転
落
し
、
又
は
滑
る
こ
と
に
よ
り
労
働
者
に
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の

あ
る
と
こ
ろ

二

作
業
索
の
内
角
側
で
、
索
又
は
ガ
イ
ド
ブ
ロ
ツ
ク
等
が
反
発
し
、
又
は

飛
来
す
る
こ
と
に
よ
り
労
働
者
に
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
と
こ
ろ

（
ブ
ー
ム
等
の
降
下
に
よ
る
危
険
の
防
止
）

（
新
設
）

第
百
五
十
一
条
の
百
六
十
七

事
業
者
は
、
架
線
集
材
機
械
（
構
造
上
、
ブ
ー

ム
、
ア
ー
ム
等
が
不
意
に
降
下
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
装
置
が
組
み
込
ま
れ

て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
を
簡
易
架
線
集
材
装
置
の
集
材
機
と
し
て
用
い
る

場
合
で
あ
つ
て
、
架
線
集
材
機
械
の
ブ
ー
ム
、
ア
ー
ム
等
を
上
げ
、
そ
の
下

で
修
理
、
点
検
等
の
作
業
を
行
う
と
き
は
、
ブ
ー
ム
、
ア
ー
ム
等
が
不
意
に

降
下
す
る
こ
と
に
よ
る
労
働
者
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
当
該
作
業
に
従

事
す
る
労
働
者
に
安
全
支
柱
、
安
全
ブ
ロ
ツ
ク
等
を
使
用
さ
せ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

２

前
項
の
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
は
、
同
項
の
安
全
支
柱
、
安
全
ブ
ロ
ツ

ク
等
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
搭
乗
の
制
限
）

（
新
設
）

第
百
五
十
一
条
の
百
六
十
八

事
業
者
は
、
簡
易
架
線
集
材
装
置
の
搬
器
、
つ

り
荷
等
の
物
で
、
つ
り
下
げ
ら
れ
て
い
る
も
の
に
、
労
働
者
を
乗
せ
て
は
な
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ら
な
い
。

２

事
業
者
は
、
架
線
集
材
機
械
を
簡
易
架
線
集
材
装
置
の
集
材
機
と
し
て
用

い
て
集
材
の
作
業
を
行
う
と
き
は
、
乗
車
席
以
外
の
箇
所
に
労
働
者
を
乗
せ

て
は
な
ら
な
い
。

３

労
働
者
は
、
第
一
項
の
つ
り
下
げ
ら
れ
て
い
る
物
に
乗
つ
て
は
な
ら
な
い

。

（
新
設
）

（
運
搬
の
制
限
）

第
百
五
十
一
条
の
百
六
十
九

事
業
者
は
、
簡
易
架
線
集
材
装
置
を
用
い
て
集

材
の
作
業
を
行
う
と
き
は
、
集
材
機
の
転
倒
等
に
よ
る
労
働
者
の
危
険
を
防

止
す
る
た
め
、
当
該
簡
易
架
線
集
材
装
置
の
運
転
者
に
原
木
等
を
空
中
に
お

い
て
運
搬
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
運
転
者
は
、
原
木
等
を
空
中
に
お
い
て
運
搬
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
新
設
）

（
悪
天
候
時
の
作
業
禁
止
）

第
百
五
十
一
条
の
百
七
十

事
業
者
は
、
強
風
、
大
雨
、
大
雪
等
の
悪
天
候
の

た
め
、
簡
易
林
業
架
線
作
業
の
実
施
に
つ
い
て
危
険
が
予
想
さ
れ
る
と
き
は

、
当
該
作
業
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

（
新
設
）

（
点
検
）

第
百
五
十
一
条
の
百
七
十
一

事
業
者
は
、
簡
易
林
業
架
線
作
業
に
つ
い
て
は

、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
場
合
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ

る
事
項
を
点
検
し
、
異
常
を
認
め
た
と
き
は
、
直
ち
に
、
補
修
し
、
又
は
取

り
替
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

点
検
を
要
す

点
検
事
項

る
場
合

そ
の
日
の
作

支
柱
及
び
ア
ン
カ
の
状
態

業
を
開
始
し

集
材
機
及
び
制
動
機
の
異
常
の
有
無
及
び
そ
の
据
付
け

よ
う
と
す
る

の
状
態



- 31 -

場
合

作
業
索
、
控
索
、
台
付
け
索
及
び
荷
吊
り
索
の
異
常
の

有
無
及
び
そ
の
取
付
け
の
状
態

搬
器
又
は
ロ
ー
ジ
ン
グ
ブ
ロ
ツ
ク
と
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
と

の
緊
結
部
の
状
態

第
百
五
十
一
条
の
百
六
十
五
第
一
項
の
電
話
、
電
鈴
等

の
装
置
の
異
常
の
有
無

強
風
、
大
雨

支
柱
及
び
ア
ン
カ
の
状
態

、
大
雪
等
の

集
材
機
及
び
制
動
機
の
異
常
の
有
無
及
び
そ
の
据
付
け

悪
天
候
の
後

の
状
態

及
び
中
震
以

作
業
索
、
控
索
、
台
付
け
索
及
び
荷
吊
り
索
の
異
常
の

上
の
地
震
の

有
無
及
び
そ
の
取
付
け
の
状
態

後
の
場
合

第
百
五
十
一
条
の
百
六
十
五
第
一
項
の
電
話
、
電
鈴
等

の
装
置
の
異
常
の
有
無

（
運
転
位
置
か
ら
離
れ
る
場
合
の
措
置
）

（
新
設
）

第
百
五
十
一
条
の
百
七
十
二

事
業
者
は
、
架
線
集
材
機
械
を
簡
易
架
線
集
材

装
置
の
集
材
機
と
し
て
用
い
る
場
合
に
お
い
て
、
架
線
集
材
機
械
の
運
転
者

が
運
転
位
置
か
ら
離
れ
る
と
き
は
、
当
該
運
転
者
に
次
の
措
置
を
講
じ
さ
せ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

作
業
装
置
を
地
上
に
下
ろ
す
こ
と
。

二

原
動
機
を
止
め
る
こ
と
。

２

前
項
の
運
転
者
は
、
架
線
集
材
機
械
の
運
転
位
置
か
ら
離
れ
る
と
き
は
、

同
項
各
号
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
運
転
位
置
か
ら
の
離
脱
の
禁
止
）

（
新
設
）

第
百
五
十
一
条
の
百
七
十
三

事
業
者
は
、
簡
易
架
線
集
材
装
置
が
運
転
さ
れ

て
い
る
間
は
、
当
該
簡
易
架
線
集
材
装
置
の
運
転
者
を
運
転
位
置
か
ら
離
れ

さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
運
転
者
は
、
簡
易
架
線
集
材
装
置
が
運
転
さ
れ
て
い
る
間
は
、
運

転
位
置
を
離
れ
て
は
な
ら
な
い
。
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（
保
護
帽
の
着
用
）

（
新
設
）

第
百
五
十
一
条
の
百
七
十
四

事
業
者
は
、
簡
易
林
業
架
線
作
業
を
行
う
と
き

は
、
物
体
の
飛
来
又
は
落
下
に
よ
る
労
働
者
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
当

該
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
に
保
護
帽
を
着
用
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
は
、
同
項
の
保
護
帽
を
着
用
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

第
二
章

建
設
機
械
等

第
二
章

建
設
機
械
等

第
一
節

車
両
系
建
設
機
械

第
一
節

車
両
系
建
設
機
械

第
一
款

総
則

第
一
款

総
則

（
定
義
等
）

（
定
義
等
）

第
百
五
十
一
条
の
百
七
十
五

こ
の
節
に
お
い
て
解
体
用
機
械
と
は
、
令
別
表

第
百
五
十
一
条
の
八
十
四

こ
の
節
に
お
い
て
解
体
用
機
械
と
は
、
令
別
表
第

第
七
第
六
号
に
掲
げ
る
機
械
で
、
動
力
を
用
い
、
か
つ
、
不
特
定
の
場
所
に

七
第
六
号
に
掲
げ
る
機
械
で
、
動
力
を
用
い
、
か
つ
、
不
特
定
の
場
所
に
自

自
走
で
き
る
も
の
を
い
う
。

走
で
き
る
も
の
を
い
う
。

２

令
別
表
第
七
第
六
号
２
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
機
械
は
、
次
の
と
お

２

令
別
表
第
七
第
六
号
２
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
機
械
は
、
次
の
と
お

り
と
す
る
。

り
と
す
る
。

一

鉄
骨
切
断
機

一

鉄
骨
切
断
機

二

コ
ン
ク
リ
ー
ト
圧
砕
機

二

コ
ン
ク
リ
ー
ト
圧
砕
機

三

解
体
用
つ
か
み
機

三

解
体
用
つ
か
み
機

第
二
款

車
両
系
建
設
機
械
の
使
用
に
係
る
危
険
の
防
止

第
二
款

車
両
系
建
設
機
械
の
使
用
に
係
る
危
険
の
防
止

（
運
転
位
置
か
ら
離
れ
る
場
合
の
措
置
）

（
運
転
位
置
か
ら
離
れ
る
場
合
の
措
置
）

第
百
六
十
条

事
業
者
は
、
車
両
系
建
設
機
械
の
運
転
者
が
運
転
位
置
か
ら
離

第
百
六
十
条

事
業
者
は
、
車
両
系
建
設
機
械
の
運
転
者
が
運
転
位
置
か
ら
離

れ
る
と
き
は
、
当
該
運
転
者
に
次
の
措
置
を
講
じ
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

れ
る
と
き
は
、
当
該
運
転
者
に
次
の
措
置
を
講
じ
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。

。
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一

バ
ケ
ツ
ト
、
ジ
ツ
パ
ー
等
の
作
業
装
置
を
地
上
に
下
ろ
す
こ
と
。

一

バ
ケ
ツ
ト
、
ジ
ツ
パ
ー
等
の
作
業
装
置
を
地
上
に
お
ろ
す
こ
と
。

二

原
動
機
を
止
め
、
か
つ
、
走
行
ブ
レ
ー
キ
を
か
け
る
等
の
車
両
系
建
設

二

原
動
機
を
止
め
、
及
び
走
行
ブ
レ
ー
キ
を
か
け
る
等
の
車
両
系
建
設
機

機
械
の
逸
走
を
防
止
す
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

械
の
逸
走
を
防
止
す
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
車
両
系
建
設
機
械
の
移
送
）

（
車
両
系
建
設
機
械
の
移
送
）

第
百
六
十
一
条

事
業
者
は
、
車
両
系
建
設
機
械
を
移
送
す
る
た
め
自
走
又
は

第
百
六
十
一
条

事
業
者
は
、
車
両
系
建
設
機
械
を
移
送
す
る
た
め
自
走
又
は

け
ん
引
に
よ
り
貨
物
自
動
車
に
積
卸
し
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
道
板
、
盛

け
ん
引
に
よ
り
貨
物
自
動
車
等
に
積
卸
し
を
行
な
う
場
合
に
お
い
て
、
道
板

土
等
を
使
用
す
る
と
き
は
、
当
該
車
両
系
建
設
機
械
の
転
倒
、
転
落
等
に
よ

、
盛
土
等
を
使
用
す
る
と
き
は
、
当
該
車
両
系
建
設
機
械
の
転
倒
、
転
落
等

る
危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

に
よ
る
危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な

い
。

ら
な
い
。

一
～
二

（
略
）

一
～
二

（
略
）

三

盛
土
、
仮
設
台
等
を
使
用
す
る
と
き
は
、
十
分
な
幅
及
び
強
度
並
び
に

三

盛
土
、
仮
設
台
等
を
使
用
す
る
と
き
は
、
十
分
な
幅
、
強
度
及
び
こ
う

適
当
な
勾
配
を
確
保
す
る
こ
と
。

配
を
確
保
す
る
こ
と
。

（
修
理
等
）

（
修
理
等
）

第
百
六
十
五
条

事
業
者
は
、
車
両
系
建
設
機
械
の
修
理
又
は
ア
タ
ツ
チ
メ
ン

第
百
六
十
五
条

事
業
者
は
、
車
両
系
建
設
機
械
の
修
理
又
は
ア
タ
ツ
チ
メ
ン

ト
の
装
着
若
し
く
は
取
り
外
し
の
作
業
を
行
う
と
き
は
、
当
該
作
業
を
指
揮

ト
の
装
着
又
は
取
り
外
し
の
作
業
を
行
う
と
き
は
、
当
該
作
業
を
指
揮
す
る

す
る
者
を
定
め
、
そ
の
者
に
次
の
措
置
を
講
じ
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

者
を
定
め
、
そ
の
者
に
次
の
措
置
を
講
じ
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
二
（
略
）

一
～
二
（
略
）

第
八
章
（
略
）

第
八
章

（
略
）

第
一
節

（
略
）

第
一
節

（
略
）

（
伐
木
作
業
に
お
け
る
危
険
の
防
止
）

（
伐
木
作
業
に
お
け
る
危
険
の
防
止
）

第
四
百
七
十
七
条

事
業
者
は
、
伐
木
の
作
業
（
伐
木
等
機
械
に
よ
る
作
業
を

第
四
百
七
十
七
条

事
業
者
は
、
伐
木
の
作
業
を
行
な
う
と
き
は
、
立
木
を
伐

除
く
。
第
四
百
七
十
九
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
行
う
と
き
は
、
立
木
を
伐

倒
し
よ
う
と
す
る
労
働
者
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
木
に
つ
い
て
、
次
の
事
項
を

倒
し
よ
う
と
す
る
労
働
者
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
木
に
つ
い
て
、
次
の
事
項
を

行
な
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
油
圧
式
伐
倒
機
を
使
用
す
る
と

行
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

き
は
、
第
一
号
及
び
第
三
号
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。
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一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

２

立
木
を
伐
倒
し
よ
う
と
す
る
労
働
者
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
行

２

立
木
を
伐
倒
し
よ
う
と
す
る
労
働
者
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
行

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
油
圧
式
伐
倒
機
の
ヘ
ツ
ド
ガ
ー
ド
）

第
四
百
七
十
八
条

削
除

第
四
百
七
十
八
条

事
業
者
は
、
油
圧
式
伐
倒
機
に
つ
い
て
は
、
堅
固
な
ヘ
ツ

ド
ガ
ー
ド
を
備
え
た
も
の
で
な
け
れ
ば
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
造
材
作
業
に
お
け
る
危
険
の
防
止
）

（
造
材
作
業
に
お
け
る
危
険
の
防
止
）

第
四
百
八
十
条

事
業
者
は
、
造
材
の
作
業
（
伐
木
等
機
械
に
よ
る
作
業
を
除

第
四
百
八
十
条

事
業
者
は
、
造
材
の
作
業
を
行
な
う
と
き
は
、
転
落
し
、
又

く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
行
う
と
き
は
、
転
落
し
、
又
は
滑

は
す
べ
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
に
危
険
を
及
ぼ
す

る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
に
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ

お
そ
れ
の
あ
る
伐
倒
木
、
玉
切
材
、
枯
損
木
等
の
木
材
に
つ
い
て
、
当
該
作

の
あ
る
伐
倒
木
、
玉
切
材
、
枯
損
木
等
の
木
材
に
つ
い
て
、
当
該
作
業
に
従

業
に
従
事
す
る
労
働
者
に
、
く
い
止
め
、
歯
止
め
等
こ
れ
ら
の
木
材
が
転
落

事
す
る
労
働
者
に
、
く
い
止
め
、
歯
止
め
等
こ
れ
ら
の
木
材
が
転
落
し
、
又

し
、
又
は
す
べ
る
こ
と
に
よ
る
危
険
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
さ
せ

は
滑
る
こ
と
に
よ
る
危
険
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
さ
せ
な
け
れ
ば

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
ら
な
い
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
立
入
禁
止
）

（
立
入
禁
止
）

第
四
百
八
十
一
条

事
業
者
は
、
造
林
、
伐
木
、
造
材
、
木
寄
せ
又
は
修
羅
に

第
四
百
八
十
一
条

事
業
者
は
、
造
林
、
伐
木
、
造
材
、
木
寄
せ
又
は
修
羅
に

よ
る
集
材
若
し
く
は
運
材
の
作
業
（
車
両
系
木
材
伐
出
機
械
に
よ
る
作
業
を

よ
る
集
材
若
し
く
は
運
材
の
作
業
（
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
「
造
林
等
の
作

除
く
。
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
「
造
林
等
の
作
業
」
と
い
う
。
）
を
行
つ
て

業
」
と
い
う
。
）
を
行
な
つ
て
い
る
場
所
の
下
方
で
、
伐
倒
木
、
玉
切
材
、

い
る
場
所
の
下
方
で
、
伐
倒
木
、
玉
切
材
、
枯
損
木
等
の
木
材
が
転
落
し
、

枯
損
木
等
の
木
材
が
転
落
し
、
又
は
す
べ
る
こ
と
に
よ
る
危
険
を
生
ず
る
お

又
は
滑
る
こ
と
に
よ
る
危
険
を
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
と
こ
ろ
に
は
、
労
働

そ
れ
の
あ
る
と
こ
ろ
に
は
、
労
働
者
を
立
ち
入
ら
せ
て
は
な
ら
な
い
。

者
を
立
ち
入
ら
せ
て
は
な
ら
な
い
。

（
削
除
）

第
三
節

機
械
集
材
装
置
及
び
運
材
索
道

（
機
械
集
材
装
置
等
の
設
置
）

第
四
百
九
十
八
条
か
ら
第
五
百
十
七
条
ま
で

削
除

第
四
百
九
十
八
条

事
業
者
は
、
機
械
集
材
装
置
又
は
運
材
索
道
を
設
置
し
よ
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う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
林
業
架
線
作
業
主
任
者
に
、
次
の
事
項

を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

支
柱
及
び
主
要
機
器
の
配
置
の
場
所

二

使
用
す
る
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
の
種
類
及
び
そ
の
直
径

三

中
央
垂
下
比

四

最
大
使
用
荷
重
及
び
搬
器
ご
と
の
最
大
積
載
荷
重

五

機
械
集
材
装
置
の
集
材
機
の
最
大
け
ん
引
力

（
削
除
）

（
制
動
装
置
等
）

第
四
百
九
十
九
条

事
業
者
は
、
機
械
集
材
装
置
又
は
運
材
索
道
に
つ
い
て
は

、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

搬
器
又
は
つ
り
荷
を
制
動
さ
せ
る
必
要
が
な
い
場
合
を
除
き
、
搬
器
又

は
つ
り
荷
を
適
時
停
止
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
有
効
な
制
動
装
置
を
備
え

る
こ
と
。

二

主
索
、
控
索
及
び
固
定
物
に
取
り
付
け
る
作
業
索
は
、
支
柱
、
立
木
、

根
株
等
の
固
定
物
で
堅
固
な
も
の
に
二
回
以
上
巻
き
付
け
、
か
つ
、
ク
リ

ツ
プ
、
ク
ラ
ン
プ
等
の
緊
結
具
を
用
い
て
確
実
に
取
り
付
け
る
こ
と
。

三

支
柱
の
頂
部
を
安
定
さ
せ
る
た
め
の
控
え
は
、
二
以
上
と
し
、
控
え
と

支
柱
と
の
な
す
角
度
を
三
十
度
以
上
と
す
る
こ
と
。

四

サ
ド
ル
ブ
ロ
ツ
ク
、
ガ
イ
ド
ブ
ロ
ツ
ク
等
は
、
取
付
け
部
が
受
け
る
荷

重
に
よ
り
破
壊
し
、
又
は
脱
落
す
る
お
そ
れ
の
な
い
シ
ヤ
ツ
ク
ル
、
台
付

け
索
等
の
取
付
け
具
を
用
い
て
確
実
に
取
り
付
け
る
こ
と
。

五

搬
器
、
主
索
支
持
器
そ
の
他
の
附
属
器
具
は
、
十
分
な
強
度
を
有
す
る

も
の
を
使
用
す
る
こ
と
。

六

え
い
索
又
は
作
業
索
の
端
部
を
搬
器
又
は
ロ
ー
ジ
ン
グ
ブ
ロ
ツ
ク
に
取

り
付
け
る
と
き
は
、
ク
リ
ツ
プ
止
め
、
ア
イ
ス
プ
ラ
イ
ス
等
の
方
法
に
よ

り
確
実
に
取
り
付
け
る
こ
と
。

（
削
除
）

（
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
の
安
全
係
数
）

第
五
百
条

事
業
者
は
、
機
械
集
材
装
置
又
は
運
材
索
道
の
次
の
表
の
上
欄
に
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掲
げ
る
索
に
つ
い
て
は
、
そ
の
用
途
に
応
じ
て
、
安
全
係
数
が
同
表
の
下
欄

に
掲
げ
る
値
以
上
で
あ
る
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
の
用
途

安
全
係
数

主
索

二
・
七

え
い
索

四
・
〇

作
業
索
（
巻
上
げ
索
を
除
く
。
）

四
・
〇

巻
上
げ
索

六
・
〇

控
索

四
・
〇

台
付
け
索

四
・
〇

荷
吊
り
索

六
・
〇

２

前
項
の
安
全
係
数
は
、
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
の
切
断
荷
重
を
、
当
該
機
械
集
材

装
置
又
は
運
材
索
道
の
組
立
て
の
状
態
及
び
当
該
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
に
か
か
る

荷
重
に
応
じ
た
最
大
張
力
で
除
し
た
値
と
す
る
。

（
削
除
）

（
不
適
格
な
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
の
使
用
禁
止
）

第
五
百
一
条

事
業
者
は
、
機
械
集
材
装
置
又
は
運
材
索
道
の
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ

に
つ
い
て
は
、
次
に
定
め
る
も
の
を
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

一

ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
一
よ
り
の
間
に
お
い
て
素
線
数
の
十
分
の
一
以
上
の
素

線
が
切
断
し
た
も
の

二

摩
耗
に
よ
る
直
径
の
減
少
が
公
称
径
の
七
パ
ー
セ
ン
ト
を
こ
え
る
も
の

三

キ
ン
ク
し
た
も
の

四

著
し
い
形
く
ず
れ
又
は
腐
食
の
あ
る
も
の

（
削
除
）

（
作
業
索
）

第
五
百
二
条

事
業
者
は
、
機
械
集
材
装
置
の
作
業
索
（
エ
ン
ド
レ
ス
の
も
の

を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
次
に
定
め
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。一

作
業
索
は
、
こ
れ
を
最
大
に
使
用
し
た
場
合
に
お
い
て
、
集
材
機
の
巻
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胴
に
二
巻
以
上
を
残
す
こ
と
が
で
き
る
長
さ
と
す
る
こ
と
。

二

作
業
索
の
端
部
は
、
集
材
機
の
巻
胴
に
ク
ラ
ン
プ
、
ク
リ
ツ
プ
等
の
緊

結
具
を
用
い
て
確
実
に
取
り
付
け
る
こ
と
。

（
削
除
）

（
巻
過
ぎ
防
止
）

第
五
百
三
条

事
業
者
は
、
機
械
集
材
装
置
に
つ
い
て
は
、
巻
上
げ
索
の
巻
過

ぎ
を
防
止
す
る
た
め
、
巻
上
げ
索
に
標
識
を
付
す
る
こ
と
、
信
号
装
置
を
設

け
る
こ
と
等
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
削
除
）

（
集
材
機
又
は
運
材
機
）

第
五
百
四
条

事
業
者
は
、
機
械
集
材
装
置
の
集
材
機
又
は
運
材
索
道
の
運
材

機
に
つ
い
て
は
、
次
に
定
め
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

浮
上
が
り
、
ず
れ
又
は
ふ
れ
が
生
じ
な
い
よ
う
に
据
え
付
け
る
こ
と
。

二

歯
止
装
置
又
は
止
め
金
つ
き
ブ
レ
ー
キ
を
備
え
付
け
る
こ
と
。

（
削
除
）

（
最
大
使
用
荷
重
等
の
表
示
）

第
五
百
五
条

事
業
者
は
、
機
械
集
材
装
置
に
つ
い
て
は
、
最
大
使
用
荷
重
を

見
や
す
い
箇
所
に
表
示
し
、
か
つ
、
こ
れ
を
労
働
者
に
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

２

事
業
者
は
、
機
械
集
材
装
置
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
最
大
使
用
荷
重
を
こ

え
る
荷
重
を
か
け
て
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
削
除
）

第
五
百
六
条

事
業
者
は
、
運
材
索
道
に
つ
い
て
は
、
次
の
事
項
を
見
や
す
い

箇
所
に
表
示
し
、
か
つ
、
こ
れ
ら
を
労
働
者
に
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

一

最
大
使
用
荷
重

二

搬
器
と
搬
器
と
の
間
隔

三

搬
器
ご
と
の
最
大
積
載
荷
重

２

事
業
者
は
、
運
材
索
道
に
つ
い
て
は
、
前
項
第
一
号
の
最
大
使
用
荷
重
及

び
同
項
第
三
号
の
搬
器
ご
と
の
最
大
積
載
荷
重
を
こ
え
る
荷
重
を
か
け
て
使



- 38 -

用
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
削
除
）

（
合
図
等
）

第
五
百
七
条

事
業
者
は
、
林
業
架
線
作
業
（
機
械
集
材
装
置
若
し
く
は
運
材

索
道
の
組
立
て
、
解
体
、
変
更
若
し
く
は
修
理
の
作
業
又
は
こ
れ
ら
の
設
備

に
よ
る
集
材
若
し
く
は
運
材
の
作
業
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
行
な
う
と

き
は
、
機
械
集
材
装
置
又
は
運
材
索
道
の
運
転
者
と
荷
か
け
又
は
荷
は
ず
し

を
す
る
者
と
の
間
の
連
絡
を
確
実
に
す
る
た
め
、
電
話
、
電
鈴
等
の
装
置
を

設
け
、
又
は
一
定
の
合
図
を
定
め
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
装
置
を
使
用
す
る
者
を

指
名
し
て
そ
の
者
に
使
用
さ
せ
、
又
は
当
該
合
図
を
行
な
う
者
を
指
名
し
て

そ
の
者
に
行
な
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
削
除
）

（
立
入
禁
止
）

第
五
百
八
条

事
業
者
は
、
林
業
架
線
作
業
を
行
な
う
と
き
は
、
次
の
箇
所
に

労
働
者
を
立
ち
入
ら
せ
て
は
な
ら
な
い
。

一

主
索
の
下
で
、
荷
が
落
下
し
、
又
は
降
下
す
る
こ
と
に
よ
り
労
働
者
に

危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
箇
所

二

作
業
索
の
内
角
側
で
、
索
又
は
ガ
イ
ド
ブ
ロ
ツ
ク
等
が
反
ぱ
つ
又
は
飛

来
す
る
こ
と
に
よ
り
労
働
者
に
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
箇
所

（
削
除
）

（
と
う
乗
の
制
限
）

第
五
百
九
条

事
業
者
は
、
機
械
集
材
装
置
又
は
運
材
索
道
の
搬
器
、
つ
り
荷

、
重
錘
等
の
物
で
、
つ
り
下
げ
ら
れ
て
い
る
も
の
に
、
労
働
者
を
乗
せ
て
は

な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
搬
器
、
索
等
の
器
材
の
点
検
、
補
修
等
臨
時
の
作
業

を
行
な
う
場
合
で
、
墜
落
に
よ
る
危
険
を
生
ず
る
お
そ
れ
の
な
い
措
置
を
講

ず
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

労
働
者
は
、
前
項
た
だ
し
書
の
場
合
を
除
き
、
同
項
の
つ
り
下
げ
ら
れ
て

い
る
物
に
乗
つ
て
は
な
ら
な
い
。

（
削
除
）

（
悪
天
候
時
の
作
業
禁
止
）
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第
五
百
十
条

事
業
者
は
、
強
風
、
大
雨
、
大
雪
等
の
悪
天
候
の
た
め
、
林
業

架
線
作
業
の
実
施
に
つ
い
て
危
険
が
予
想
さ
れ
る
と
き
は
、
当
該
作
業
に
労

働
者
を
従
事
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

（
削
除
）

（
点
検
）

第
五
百
十
一
条

事
業
者
は
、
林
業
架
線
作
業
に
つ
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄

に
掲
げ
る
場
合
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
項
を
点
検
し

、
異
常
を
認
め
た
と
き
は
、
直
ち
に
、
補
修
し
、
又
は
取
り
替
え
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

点
検
を
要
す

点
検
事
項

る
場
合

組
立
て
又
は

支
柱
及
び
ア
ン
カ
の
状
態

変
更
を
行
つ

集
材
機
、
運
材
機
及
び
制
動
機
の
異
常
の
有
無
及
び
そ

た
場
合

の
据
え
付
け
の
状
態

試
運
転
を
行

主
索
、
え
い
索
、
作
業
索
、
控
索
及
び
台
付
け
索
の
異

つ
た
場
合

常
の
有
無
及
び
そ
の
取
付
け
の
状
態

搬
器
又
は
ロ
ー
ジ
ン
グ
ブ
ロ
ッ
ク
と
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
と

の
緊
結
部
の
状
態

第
五
百
七
条
の
電
話
、
電
鈴
等
の
装
置
の
異
常
の
有
無

強
風
、
大
雨

支
柱
及
び
ア
ン
カ
の
状
態

、
大
雪
等
の

集
材
機
、
運
材
機
及
び
制
動
機
の
異
常
の
有
無
及
び
そ

悪
天
候
の
後

の
据
え
付
け
の
状
態

及
び
中
震
以

主
索
、
え
い
索
、
作
業
索
、
控
索
及
び
台
付
け
索
の
取

上
の
地
震
の

付
け
の
状
態

後
の
場
合

第
五
百
七
条
の
電
話
、
電
鈴
等
の
装
置
の
異
常
の
有
無

そ
の
日
の
作

制
動
装
置
の
機
能

業
を
開
始
し

荷
吊
り
索
の
異
常
の
有
無

よ
う
と
す
る

運
材
索
道
の
搬
器
の
異
常
の
有
無
及
び
搬
器
と
え
い
索

場
合

と
の
緊
結
部
の
状
態
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第
五
百
七
条
の
電
話
、
電
鈴
等
の
装
置
の
機
能

（
削
除
）

（
運
転
位
置
か
ら
の
離
脱
の
禁
止
）

第
五
百
十
二
条

事
業
者
は
、
機
械
集
材
装
置
又
は
運
材
索
道
の
運
転
中
は
そ

れ
ら
の
運
転
者
を
運
転
位
置
か
ら
離
れ
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
運
転
者
は
、
機
械
集
材
装
置
又
は
運
材
索
道
の
運
転
中
運
転
位
置

を
離
れ
て
は
な
ら
な
い
。

（
削
除
）

（
林
業
架
線
作
業
主
任
者
の
選
任
）

第
五
百
十
三
条

事
業
者
は
、
令
第
六
条
第
三
号
の
作
業
に
つ
い
て
は
、
林
業

架
線
作
業
主
任
者
免
許
を
受
け
た
者
の
う
ち
か
ら
、
林
業
架
線
作
業
主
任
者

を
選
任
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
削
除
）

（
林
業
架
線
作
業
主
任
者
の
職
務
）

第
五
百
十
四
条

事
業
者
は
、
林
業
架
線
作
業
主
任
者
に
、
次
の
事
項
を
行
な

わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

作
業
の
方
法
及
び
労
働
者
の
配
置
を
決
定
し
、
作
業
を
直
接
指
揮
す
る

こ
と
。

二

材
料
の
欠
点
の
有
無
並
び
に
器
具
及
び
工
具
の
機
能
を
点
検
し
、
不
良

品
を
取
り
除
く
こ
と
。

三

作
業
中
、
安
全
帯
等
及
び
保
護
帽
の
使
用
状
況
を
監
視
す
る
こ
と
。

（
削
除
）

（
主
索
の
安
全
係
数
の
検
定
等
）

第
五
百
十
五
条

事
業
者
は
、
機
械
集
材
装
置
若
し
く
は
運
材
索
道
を
組
み
立

て
、
又
は
主
索
の
張
力
に
変
化
を
生
ず
る
変
更
を
し
た
と
き
は
、
主
索
の
安

全
係
数
を
検
定
し
、
か
つ
、
そ
の
最
大
使
用
荷
重
の
荷
重
で
試
運
転
を
行
な

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
削
除
）

（
保
護
帽
の
着
用
）

第
五
百
十
六
条

事
業
者
は
、
林
業
架
線
作
業
を
行
な
う
と
き
は
、
物
体
の
飛
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来
又
は
落
下
に
よ
る
労
働
者
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
当
該
作
業
に
従
事

す
る
労
働
者
に
保
護
帽
を
着
用
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
は
、
同
項
の
保
護
帽
を
着
用
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

（
削
除
）

（
適
用
除
外
）

第
五
百
十
七
条

第
五
百
条
第
一
項
及
び
第
五
百
十
五
条
の
規
定
は
、
最
大
使

用
荷
重
が
二
百
キ
ロ
グ
ラ
ム
未
満
で
、
支
間
の
斜
距
離
の
合
計
が
三
百
五
十

メ
ー
ト
ル
未
満
の
運
材
索
道
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。
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（
第
二
条
関
係
：
平
成
二
十
六
年
十
二
月
施
行
）

○
労
働
安
全
衛
生
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
三
十
二
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

現

行

第
一
編

（
略
）

第
一
編

（
略
）

第
四
章

安
全
衛
生
教
育

第
四
章

安
全
衛
生
教
育

（
特
別
教
育
を
必
要
と
す
る
業
務
）

（
特
別
教
育
を
必
要
と
す
る
業
務
）

第
三
十
六
条

法
第
五
十
九
条
第
三
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
危
険
又
は

第
三
十
六
条

法
第
五
十
九
条
第
三
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
危
険
又
は

有
害
な
業
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

有
害
な
業
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
～
六

（
略
）

一
～
六
（
略
）

六
の
二

伐
木
等
機
械
（
伐
木
、
造
材
又
は
原
木
若
し
く
は
薪
炭
材
の
集
積

（
新
設
）

を
行
う
た
め
の
機
械
で
あ
つ
て
、
動
力
を
用
い
、
か
つ
、
不
特
定
の
場
所

に
自
走
で
き
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
運
転
（
道
路
上
を
走
行

さ
せ
る
運
転
を
除
く
。
）
の
業
務

六
の
三

走
行
集
材
機
械
（
車
両
の
走
行
に
よ
り
集
材
を
行
う
た
め
の
機
械

（
新
設
）

で
あ
つ
て
、
動
力
を
用
い
、
か
つ
、
不
特
定
の
場
所
に
自
走
で
き
る
も
の

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
運
転
（
道
路
上
を
走
行
さ
せ
る
運
転
を
除
く

。
）
の
業
務

七

機
械
集
材
装
置
（
集
材
機
、
架
線
、
搬
器
、
支
柱
及
び
こ
れ
ら
に
附
属

七

機
械
集
材
装
置
（
集
材
機
、
架
線
、
搬
器
、
支
柱
及
び
こ
れ
ら
に
附
属

す
る
物
に
よ
り
構
成
さ
れ
、
動
力
を
用
い
て
、
原
木
又
は
薪
炭
材
（
以
下

す
る
物
に
よ
り
構
成
さ
れ
、
動
力
を
用
い
て
、
原
木
又
は
薪
炭
材
を
巻
き

「
原
木
等
」
と
い
う
。
）
を
巻
き
上
げ
、
か
つ
、
空
中
に
お
い
て
運
搬
す

上
げ
、
か
つ
、
空
中
に
お
い
て
運
搬
す
る
設
備
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

る
設
備
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
運
転
の
業
務

の
運
転
の
業
務

七
の
二

簡
易
架
線
集
材
装
置
（
集
材
機
、
架
線
、
搬
器
、
支
柱
及
び
こ
れ

（
新
設
）

ら
に
附
属
す
る
物
に
よ
り
構
成
さ
れ
、
動
力
を
用
い
て
、
原
木
等
を
巻
き

上
げ
、
か
つ
、
原
木
等
の
一
部
が
地
面
に
接
し
た
状
態
で
運
搬
す
る
設
備

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
運
転
又
は
架
線
集
材
機
械
（
動
力
を
用
い
て

原
木
等
を
巻
き
上
げ
る
こ
と
に
よ
り
当
該
原
木
等
を
運
搬
す
る
た
め
の
機
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械
で
あ
つ
て
、
動
力
を
用
い
、
か
つ
、
不
特
定
の
場
所
に
自
走
で
き
る
も

の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
運
転
（
道
路
上
を
走
行
さ
せ
る
運
転
を
除

く
。
）
の
業
務

八

胸
高
直
径
が
七
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
立
木
の
伐
木
、
胸
高
直
径

八

胸
高
直
径
が
七
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
立
木
の
伐
木
、
胸
高
直
径

が
二
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
、
か
つ
、
重
心
が
著
し
く
偏
し
て
い
る

が
二
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
、
か
つ
、
重
心
が
著
し
く
偏
し
て
い
る

立
木
の
伐
木
、
つ
り
き
り
そ
の
他
特
殊
な
方
法
に
よ
る
伐
木
又
は
か
か
り

立
木
の
伐
木
、
つ
り
き
り
そ
の
他
特
殊
な
方
法
に
よ
る
伐
木
又
は
か
か
り

木
で
か
か
つ
て
い
る
木
の
胸
高
直
径
が
二
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ

木
で
か
か
つ
て
い
る
木
の
胸
高
直
径
が
二
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ

る
も
の
の
処
理
の
業
務
（
第
六
号
の
二
に
掲
げ
る
業
務
を
除
く
。
）

る
も
の
の
処
理
の
業
務

八
の
二
～
三
十
八
（
略
）

八
の
二
～
三
十
八
（
略
）

第
二
編

（
略
）

第
二
編

（
略
）

第
一
章
の
三

（
略
）

第
一
章
の
三

（
略
）

第
一
節

（
略
）

第
一
節

（
略
）

第
一
款

（
略
）

第
一
款

（
略
）

（
定
義
）

（
定
義
）

第
百
五
十
一
条
の
八
十
四

こ
の
省
令
に
お
い
て
車
両
系
木
材
伐
出
機
械
と
は

第
百
五
十
一
条
の
八
十
四

こ
の
省
令
に
お
い
て
車
両
系
木
材
伐
出
機
械
と
は

、
伐
木
等
機
械
、
走
行
集
材
機
械
及
び
架
線
集
材
機
械
（
機
械
集
材
装
置
又

、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
を
い
う
。

は
簡
易
架
線
集
材
装
置
の
集
材
機
と
し
て
用
い
て
い
る
場
合
を
除
く
。
以
下

一

伐
木
等
機
械
（
伐
木
、
造
材
又
は
原
木
若
し
く
は
薪
炭
材
の
集
積
を
行

こ
の
節
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
い
う
。

う
た
め
の
機
械
で
あ
つ
て
、
動
力
を
用
い
、
か
つ
、
不
特
定
の
場
所
に
自

走
で
き
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

二

走
行
集
材
機
械
（
車
両
の
走
行
に
よ
り
集
材
を
行
う
た
め
の
機
械
で
あ

つ
て
、
動
力
を
用
い
、
か
つ
、
不
特
定
の
場
所
に
自
走
で
き
る
も
の
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）

三

架
線
集
材
機
械
（
動
力
を
用
い
て
原
木
又
は
薪
炭
材
（
以
下
「
原
木
等

」
と
い
う
。
）
を
巻
き
上
げ
る
こ
と
に
よ
り
当
該
原
木
等
を
運
搬
す
る
た
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め
の
機
械
で
あ
つ
て
、
動
力
を
用
い
、
か
つ
、
不
特
定
の
場
所
に
自
走
で

き
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
（
機
械
集
材
装
置
又
は
第
百
五
十
一

条
の
百
五
十
二
に
規
定
す
る
簡
易
架
線
集
材
装
置
の
集
材
機
と
し
て
使
用

し
て
い
る
場
合
を
除
く
。
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
同
じ
。
）

（
調
査
及
び
記
録
）

（
調
査
及
び
記
録
）

第
百
五
十
一
条
の
百
五
十
二

事
業
者
は
、
簡
易
林
業
架
線
作
業
（
簡
易
架
線

第
百
五
十
一
条
の
百
五
十
二

事
業
者
は
、
簡
易
林
業
架
線
作
業
（
簡
易
架
線

集
材
装
置
の
組
立
て
、
解
体
、
変
更
若
し
く
は
修
理
の
作
業
又
は
こ
の
設
備

集
材
装
置
（
集
材
機
、
架
線
、
搬
器
、
支
柱
及
び
こ
れ
ら
に
附
属
す
る
物
に

に
よ
る
集
材
の
作
業
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
行
う
と
き
は
、
集
材
機
の

よ
り
構
成
さ
れ
、
動
力
を
用
い
て
、
原
木
等
を
巻
き
上
げ
、
か
つ
、
原
木
等

転
落
、
地
山
の
崩
壊
、
支
柱
の
倒
壊
等
に
よ
る
労
働
者
の
危
険
を
防
止
す
る

の
一
部
が
地
面
に
接
し
た
状
態
で
運
搬
す
る
設
備
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

た
め
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
作
業
に
係
る
場
所
に
つ
い
て
広
さ
、
地
形
、
地

の
組
立
て
、
解
体
、
変
更
若
し
く
は
修
理
の
作
業
又
は
こ
の
設
備
に
よ
る
集

盤
の
状
態
等
、
支
柱
と
す
る
立
木
の
状
態
及
び
運
搬
す
る
原
木
等
の
形
状
等

材
の
作
業
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
行
う
と
き
は
、
集
材
機
の
転
落
、
地

を
調
査
し
、
そ
の
結
果
を
記
録
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

山
の
崩
壊
、
支
柱
の
倒
壊
等
に
よ
る
労
働
者
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
あ

ら
か
じ
め
、
当
該
作
業
に
係
る
場
所
に
つ
い
て
広
さ
、
地
形
、
地
盤
の
状
態

等
、
支
柱
と
す
る
立
木
の
状
態
及
び
運
搬
す
る
原
木
等
の
形
状
等
を
調
査
し

、
そ
の
結
果
を
記
録
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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○
労
働
安
全
衛
生
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

新
旧
対
照
条
文

労
働
安
全
衛
生
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
二
十
五
年
厚
生
労
働
省
令
第
五
十
八
号
）
（
抄
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

現

行

附

則

附

則

（
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
規
格
又
は
安
全
装
置
を
具
備
す
べ
き
機
械
に
関

（
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
規
格
又
は
安
全
装
置
を
具
備
す
べ
き
機
械
に
関

す
る
経
過
措
置
）

す
る
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
労
働
安
全
衛
生
規
則
（
次
条
に
お
い
て

第
二
条

こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
労
働
安
全
衛
生
規
則
（
次
条
に
お
い
て

「
新
安
衛
則
」
と
い
う
。
）
第
百
五
十
一
条
の
百
七
十
五
第
二
項
各
号
に
掲

「
新
安
衛
則
」
と
い
う
。
）
第
百
五
十
一
条
の
八
十
四
第
二
項
各
号
に
掲
げ

げ
る
機
械
で
あ
っ
て
、
平
成
二
十
五
年
七
月
一
日
に
お
い
て
現
に
製
造
し
て

る
機
械
で
あ
っ
て
、
平
成
二
十
五
年
七
月
一
日
に
お
い
て
現
に
製
造
し
て
い

い
る
も
の
又
は
現
に
存
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
労
働
安
全
衛
生
法
（
次
条

る
も
の
又
は
現
に
存
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
労
働
安
全
衛
生
法
（
次
条
に

に
お
い
て
「
法
」
と
い
う
。
）
第
四
十
二
条
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

お
い
て
「
法
」
と
い
う
。
）
第
四
十
二
条
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

（
就
業
制
限
に
関
す
る
経
過
措
置
）

（
就
業
制
限
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条

事
業
者
は
、
新
安
衛
則
第
百
五
十
一
条
の
百
七
十
五
第
二
項
各
号
に

第
三
条

事
業
者
は
、
新
安
衛
則
第
百
五
十
一
条
の
八
十
四
第
二
項
各
号
に
掲

掲
げ
る
機
械
の
運
転
の
業
務
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
六
年
六
月
三
十
日
ま

げ
る
機
械
の
運
転
の
業
務
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
六
年
六
月
三
十
日
ま
で

で
の
間
は
、
労
働
安
全
衛
生
規
則
第
四
十
一
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次

の
間
は
、
労
働
安
全
衛
生
規
則
第
四
十
一
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の

の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
を
当
該
業
務
に
就
か
せ
る
こ
と
が
で
き

各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
を
当
該
業
務
に
就
か
せ
る
こ
と
が
で
き
る

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
者
に
つ
い
て
は
、
法
第
六
十
一
条
第
二

。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
者
に
つ
い
て
は
、
法
第
六
十
一
条
第
二
項

項
の
規
定
は
適
用
し
な
い
。

の
規
定
は
適
用
し
な
い
。

一

平
成
二
十
五
年
七
月
一
日
前
に
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
労
働
安

一

平
成
二
十
五
年
七
月
一
日
前
に
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
労
働
安

全
衛
生
規
則
の
規
定
に
よ
り
行
わ
れ
た
車
両
系
建
設
機
械
（
解
体
用
）
運

全
衛
生
規
則
の
規
定
に
よ
り
行
わ
れ
た
車
両
系
建
設
機
械
（
解
体
用
）
運

転
技
能
講
習
を
修
了
し
た
者

転
技
能
講
習
を
修
了
し
た
者

二

平
成
二
十
五
年
七
月
一
日
に
お
い
て
現
に
当
該
業
務
に
従
事
し
、
か
つ

二

平
成
二
十
五
年
七
月
一
日
に
お
い
て
現
に
当
該
業
務
に
従
事
し
、
か
つ

、
当
該
業
務
に
六
月
以
上
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者

、
当
該
業
務
に
六
月
以
上
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者

２

（
略
）

２

（
略
）


